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一　

問
題
意
識
の
提
示

　

最
高
裁
は
、
有
利
発
行
に
必
要
な
株
主
総
会
決
議
を
欠
く
こ
と
は
、
新
株
発
行
の
無
効
事
由
に
当
た
ら
な
い
と
の
立
場
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
（
①
最
二
判
昭
和
四
六
年
七
月
一
六
日
・
判
例
時
報
六
四
一
号
九
七
頁）

1
（

）。
無
効
事
由
に
な
ら
な
い
の
は
、
有
利
発
行
は
金

銭
的
に
解
決
で
き
る
か
ら
そ
ち
ら
に
委
ね
（
最
二
判
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
八
日
・
民
集
一
九
巻
七
号
一
七
四
五
頁
参
照
）、
取
引
安
全
を

重
視
す
る
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
る）2
（

。
し
か
し
、
有
利
発
行
で
あ
る
と
し
て
金
銭
賠
償
が
請
求
さ
れ
た
事
件
で
、
上
場
会
社
（
買
取
引

受
け
）
に
つ
い
て
の
②
最
三
判
昭
和
五
〇
年
四
月
八
日
・
民
集
二
九
巻
四
号
三
五
〇
頁
、
③
最
三
判
昭
和
五
一
年
三
月
二
三
日
・
金

融
・
商
事
判
例
五
〇
三
号
一
四
頁
、
そ
し
て
、
非
上
場
会
社
（
第
三
者
割
当
て
）
に
つ
い
て
の
④
最
一
判
平
成
二
七
年
二
月
一
九

日
・
民
集
六
九
巻
一
号
五
一
頁
（
ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
事
件
。
以
下
「
本
判
決
」、
こ
の
事
件
の
こ
と
を
「
本
件
」。）
を
通
観
す
る
と
、
金

銭
的
解
決
を
求
め
る
こ
と
も
容
易
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
理
由
付
け
は
措
い
て
結
論
だ
け
を
比
べ
る
と
、
②
③
は
、
こ
の
程
度
の

割
引
発
行
で
は
、
当
時
の
実
務
状
況
か
ら
し
て
、
有
利
性
を
否
定
し
た
結
論
も
や
む
を
え
な
い
と
受
け
止
め
る
こ
と
も
不
可
能
と
は

い
え
な
い
範
囲
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
④
は
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
有
利
性
が
大
き
く
見
え
る
が
、
や
は
り
否
定
さ
れ
る
結

果
と
な
っ
て
い
る）5
）（
（
）（
（
（

。
損
害
賠
償
の
請
求
も
簡
単
に
は
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
判
例
の
立
場
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
①
判
決
の
立
場
は
そ

の
後
も
踏
襲）（
（

さ
れ
て
い
る
が
、
金
銭
的
に
解
決
可
能
で
あ
る
か
ら
無
効
と
す
る
に
及
ば
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
会
社
の
損
害

　

４　

決
議
の
不
当
性

五　

株
式
返
却
に
よ
る
株
式
過
剰
発
行
の
解
消

１　

Southern Peru

判
決
が
会
社
の
損
害
構
成
を
採
用
で
き
る
の
は

な
ぜ
か

２　

検
討

３　

日
本
法
へ
の
導
入
の
可
否

４　

会
社
の
損
害
構
成
の
政
策
的
拡
張
の
可
能
性

５　

ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
事
件
に
株
式
返
却
の
解
決
を
適
用
し
た
場
合

六　

結
び
に
か
え
て

１　

資
本
充
実
原
則
と
有
利
発
行

２　

本
稿
の
得
た
結
論

 

（
以
上
、
九
十
巻
六
号
）



（

アートネイチャー株主代表訴訟最高裁判決と有利発行・有利処分の解決のあり方（上）

と
構
成
し
て
解
決
で
き
る
と
の
前
提
に
基
づ
い
て
い
た
の
だ
と
す
る
と）7
（

、
遺
憾
な
が
ら
、
こ
の
前
提
は
、
早
々
に
破
綻
し
て
い
た
可

能
性
が
あ
る）9
）（
（
（

。

　

本
稿
は
、
本
判
決
の
検
討）（（
（

を
通
じ
て
、
違
法
（
会
社
法
一
九
九
条
二
項
三
項
、
二
〇
一
条
一
項
）
な
有
利
発
行
・
有
利
処
分
（
以
下
、

「
新
株
発
行
」「
発
行
」「
有
利
発
行
」
と
い
う
と
き
は
、
具
体
的
な
事
件
に
つ
い
て
述
べ
る
場
合
を
除
き
、
新
株
発
行
・
自
己
株
式
処
分
の
両

者
を
含
む
も
の
と
し
て
使
用
す
る
）
の
事
後
処
理
に
つ
い
て
、
判
例
の
示
す
解
決
の
方
向
性
の
是
非
と
、
よ
り
広
く
、
有
利
発
行
の
解

決
の
あ
り
方
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
右
に
、
①
判
決
の
前
提
に
疑
問
を
提
起
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
無
効
説

を
支
持
す
べ
き
こ
と
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
結
局
、
右
の
前
提
が
あ
る
こ
と
で
有
効
性
が
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
か
と
思
わ
れ
る）（（
（

。
本
稿
は
、
無
効
（
会
社
法
八
二
八
条
一
項
二
号
三
号
）
事
由
該
当
性
の
解
釈
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
前
提
と
さ
れ
る
金
銭
賠
償
の
ほ
か
、
株
式
返
却
、
会
社
の
損
害
概
念
の
政
策
的
拡
張
と
い
っ
た
有
効
性
以
外
の
解
決
策
に
つ
い

て
総
合
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
に
三
で
取
り
上
げ
る
本
件
（
ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
事
件
）
は
非
上
場
会
社
の
金

銭
賠
償
の
事
案
で
あ
っ
た
が
、
上
場
会
社
の
場
合
ま
で
含
め
て
検
討
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
②
︲
④
事
件
は
、
い
ず
れ
も
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
事
案
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
。
会
社
の
損
害

と
さ
れ
る
金
額
は
、
一
般
に
、
有
利
発
行
の
富
の
移
転
の
総
額
と
金
額
に
お
い
て
異
な
り
、
移
転
の
総
額
よ
り
大
き
な
額
に
な
る）（（
（

。

富
の
移
転
が
紛
争
の
実
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
会
社
の
損
害
と
構
成
す
る
解
決
は
、
こ
れ
に
整
合
的
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
乖

離
の
程
度
を
決
め
る
要
因
と
し
て
、
㋑
払
込
金
額
の
有
利
性
の
程
度
、
㋺
既
発
行
株
式
数
に
対
す
る
募
集
株
式
数
の
割
合
、
㋩
引
受

人
と
既
存
株
主
の
重
複
、
の
三
つ
が
あ
る
（
な
お
、
本
稿
で
「
払
込
金
額
」
は
募
集
株
式
の
発
行
等
に
お
け
る
も
の
を
指
し
、
本
件
当
時

の
商
法
で
は
「
発
行
価
額
」
に
相
当
す
る
。
文
脈
に
よ
っ
て
、
両
方
の
用
語
を
用
い
る
が
、
完
全
に
互
換
で
き
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に

述
べ
る
。）。
有
利
発
行
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
に
は
、
事
案
の
利
益
状
況
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
最
高
裁
は
、

こ
の
点
の
把
握
が
不
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
右
の
よ
う
な
矛
盾
を
起
こ
し
た
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
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本
件
事
案
と
、
本
件
の
第
一
審
か
ら
上
告
審
ま
で
の
各
判
断
（
第
一
審
、
⑤
東
京
地
判
平
成
二
四
年
三
月
一
五
日
・
判
例
時
報
二
一
五

〇
号
一
二
七
頁
、
原
審
、
⑥
東
京
高
判
平
成
二
五
年
一
月
三
〇
日
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
九
四
号
二
八
一
頁
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
「
原
審
」
ま

た
は
「
原
判
決
」、「
第
一
審
」
ま
た
は
「
第
一
審
判
決
」。）
と
は
、
有
利
発
行
の
利
益
状
況
を
確
認
す
る
に
は
格
好
の
素
材
と
い
え
る
。

本
件
で
は
引
受
人
が
既
存
株
主
で
も
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
分
、
利
益
状
況
も
込
み
入
っ
た
も
の
と
な
っ
た
が
、
各
審
裁
判
所
は
揃
っ

て
こ
の
点
を
無
視
し
た
。
こ
の
点
は
、「
会
社
の
損
害
額
」
と
富
の
移
転
の
実
体
と
の
乖
離
を
拡
大
さ
せ
る
要
因
と
し
て
働
く
。

　

本
判
決
は
、
形
式
的
に
は
場
合
判
決
に
分
類
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ）（（
（

、
今
後
、
非
上
場
会
社
の
有
利
発
行
該
当
性
が
争
わ
れ
る
他
の

事
件
解
決
に
参
照
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い）（（
（

。
し
か
し
、
会
社
へ
の
賠
償
請
求
に
は
右
の
よ
う
な
特
殊
性
が
あ
る
の
で
、
本
判
決
の
公

正
性
判
断
基
準
が
一
般
化
さ
れ
て
他
の
類
型
（
差
止
め
や
株
主
へ
の
賠
償
請
求
）
に
及
べ
ば
、
解
決
を
誤
る
こ
と
に
な
る
。
本
判
決
の

理
解
の
如
何
は
、
次
の
有
利
発
行
事
件
が
適
切
に
処
理
さ
れ
る
か
に
関
わ
る
重
要
問
題
で
あ
る
。

　

反
対
に
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
乖
離
が
小
幅
な
も
の
に
止
ま
る
場
合
も
あ
る
（
㋺
は
乖
離
を
縮
小
さ
せ
る
方
向
に
も
働
く
）。

②
③
は
、
乖
離
の
小
さ
い
事
案
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
乖
離
の
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
現

実
的
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
上
場
会
社
の
公
募
発
行
（
買
取
引
受
け
）
の
有
利
性
が
問
題
と
な
る
場
合
の
解
決
の
あ
り
方
に
つ
い

て
も
検
討
し
た
い
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
で
、
有
利
発
行
の
金
銭
的
解
決
の
構
造
的
事
情
か
ら
来
る
特
色
を
説
明
し
、
そ
う
し

た
特
色
の
た
め
に
、
現
実
の
裁
判
例
で
も
会
社
の
損
害
構
成
が
「
勝
て
な
い
」
訴
訟
類
型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
三
で
、

本
件
（
ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
事
件
）
の
紛
争
の
実
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
判
断
に
ど
の
よ
う

に
影
響
し
た
か
を
検
討
し
て
、
本
判
決
が
示
し
た
発
行
価
額
公
正
性
判
断
基
準
が
、
当
該
事
案
に
の
み
通
用
す
る
事
例
判
断
と
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
場
合
に
及
ぼ
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
右
に
挙
げ
た
乖
離
の
程
度
を
決
定
す
る
三
つ
の
要
因
に

つ
い
て
も
、
主
に
こ
こ
で
説
明
す
る
。
四
で
、
有
利
発
行
の
株
主
総
会
決
議
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
五
で
、
株
式
返
却
に
よ
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る
解
決
、
お
よ
び
会
社
の
損
害
概
念
の
政
策
的
拡
張
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
上
場
会
社
の
公
募
発
行
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で

取
り
上
げ
る
。
六
で
、
現
物
出
資
目
的
財
産
過
大
評
価
お
よ
び
仮
装
払
込
み
の
責
任
と
、
有
利
発
行
の
金
銭
的
解
決
に
関
す
る
直
接

損
害
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
。

　

払
込
金
額
規
整
の
趣
旨
と
公
正
性
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
検
討
す
べ
き
点
が
少
な
く
な
い
が
、
本
稿
で
は
必
要
な
範
囲
で
触
れ
る

に
止
め
（
二
末
尾
、
三
３
（
二
））、
扱
え
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
補
う
こ
と
と
し
た
い
。

二　

な
ぜ
会
社
の
損
害
構
成
は
勝
て
な
い
か

　

有
利
発
行
の
金
銭
的
解
決
に
つ
い
て
は
、
会
社
に
損
害
が
生
ず
る
も
の
と
構
成
し
て
、
会
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
る
類
型

（
会
社
法
四
二
三
条
一
項
、
二
一
二
条
一
項
一
号）

（（
（

）
と
、
株
主
に
生
ず
る
損
害
を
直
接
に
賠
償
す
る
よ
う
求
め
る
類
型
（
会
社
法
四
二
九

条
一
項
、
民
法
七
〇
九
条
）
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
を
見
る
と
、
会
社
の
損
害
構
成
類
型
は
、
株
主
へ
の
直
接

賠
償
類
型
に
比
べ
、
勝
訴
率
が
低
い）（（
（

。
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
事
案
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
（
た
だ
し
、
②
③
事
件
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
る
余
地
が
あ
る
〔
前
述
一
〕。
五
４
で
改
め
て
検
討
す
る
。）。

　

有
利
発
行
の
問
題
の
本
質
は
、
既
存
株
主
か
ら
新
規
株
主
へ
の
富
の
移
転
で
あ
り
（
こ
こ
で
「
富
の
移
転
」
と
は
、
比
喩
や
修
辞
で

い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
株
主
間
で
価
値
が
移
転
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
）、
そ
の
金
額
は
、
会
社
の
損
害
と

さ
れ
る
金
額
よ
り
常
に
少
額
に
な
る
。
つ
ま
り
、
金
銭
賠
償
を
前
提
と
し
た
会
社
の
損
害
構
成
で
は
、
解
決
策
と
紛
争
の
実
体
と
が

そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
会
社
へ
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
事
件
で
は
、
裁
判
所
が
実
感
す
る
で
あ
ろ
う

紛
争
の
実
体
（
富
の
移
転
）
に
比
べ
て
、
請
求
さ
れ
る
金
額
が
過
大
に
な
り
、
し
か
も
、
こ
の
乖
離
は
払
込
金
額
の
有
利
性
の
程
度

が
大
き
い
ほ
ど
大
き
く
な
る
関
係
に
あ
る
た
め
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
有
利
性
の
程
度
が
大
き
い
ほ
ど
、
請
求
を
認
め
る
こ
と
が
腑
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に
落
ち
な
い
結
果
に
な
る
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
に
直
面
す
る
。
さ
ら
に
、
引
受
人
が
既
存
株
主
で
も
あ
る
事
案
で
は
、
そ
の
者

は
利
得
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
富
の
移
転
の
総
額
は
さ
ら
に
少
額
と
な
り
、
会
社
の
損
害
額
と
の
乖
離
は
い
っ
そ
う
拡
大
す
る）（（
（

。

　

本
判
決
は
、
正
に
こ
の
こ
と
ゆ
え
に
有
利
発
行
性
を
否
定
し
た
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
原
判
決
の
認
定
・
認
容
額
に
基
づ
く
と
、

会
社
の
損
害
額
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
、
富
の
移
転
の
総
額
約
七
六
〇
〇
万
円
〔
後
述
三
３
（
一
）
⑴
〕）

（（
（

）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
判
決
の
示
し

た
公
正
性
判
断
基
準
の
射
程
も
甚
だ
覚
束
な
い
も
の
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
既
存
株
主
の
直
接
請
求
で
は
、
富
の
移
転
に
よ
る
損
失
を
直
接
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
解
決
策
と
紛
争

の
実
体
と
が
齟
齬
す
る
と
い
う
問
題
は
な
い
。
こ
の
類
型
の
勝
訴
率
が
、
会
社
の
損
害
構
成
類
型
に
比
較
し
て
高
い
の
は
、
会
社
の

損
害
構
成
類
型
で
は
、
請
求
を
認
め
る
と
、「
ど
こ
か
腑
に
落
ち
な
い
解
決
」
に
な
る
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
両
類
型
に
お
け
る
払
込
金
額
公
正
性
判
断
基
準
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
会
社
の
損
害
構
成
類
型
事
件
の

事
例
判
断
性）

（（
（

）。

　

従
来
の
議
論
で
は
、
取
締
役
の
対
会
社
責
任
を
認
容
し
た
⑦
東
京
地
判
平
成
一
二
年
七
月
二
七
日
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
五
六
号

二
四
六
頁
が
存
在
す
る
こ
と）（（
（

、
ま
た
、
い
ず
れ
か
の
構
成
に
基
づ
く
責
任
が
争
わ
れ
た
裁
判
例）（（
（

で
も
、
一
部
を
除
き
、
明
示
・
黙
示

に
、
他
方
の
構
成
に
基
づ
く
損
害
の
発
生
は
否
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
）
（（
）（
（（
（

と
、
の
二
点
を
も
っ
て
、
裁
判
例
は
い
ず
れ
の
構
成
に
よ

る
責
任
も
排
除
し
て
い
な
い
と
す
る
評
価
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
指
摘
も
、
事
実
と
し
て
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
前
述

の
よ
う
に
、
会
社
の
損
害
構
成
に
従
っ
た
裁
判
例
の
勝
訴
率
は
相
対
的
に
低
く
、
本
件
第
一
審
判
決
以
前
、
唯
一
対
会
社
責
任
を
認

容
し
た
⑦
判
決
（
控
訴
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
顛
末
は
不
明
）
は
、
発
行
総
額
一
億
四
〇
〇
〇
万
円
の
新
株
発
行
に
対
し

て
、
会
社
へ
の
損
害
賠
償
四
〇
〇
〇
万
円
（
対
発
行
総
額
比
二
八
・
五
％
）
の
支
払
を
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
詳
細
な
事
実
認
定
が

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
同
事
案
の
富
の
移
転
の
総
額
は
算
出
不
能
で
あ
る
が
、
会
社
の
損
害
額
が
対
発
行
総
額
比
で
比
較
的
に
少
額

で
あ
っ
た
同
事
案
で
は
、
富
の
移
転
の
総
額
と
会
社
の
損
害
額
と
の
乖
離
も
、
小
規
模
で
済
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
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で
唯
一
対
会
社
責
任
を
認
容
し
た
先
例
と
し
て
知
ら
れ
る
⑦
事
件
は
、
会
社
の
損
害

構
成
が
多
く
の
場
合
示
す
、「
ど
こ
か
腑
に
落
ち
な
い
解
決
」
に
な
る
と
い
う
性
格

が
小
さ
い
事
案
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る）（（
（

。

　

一
方
、
過
去
に
、
株
主
へ
の
直
接
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
、
裁
判
所
に
有
利
発
行

と
認
定
さ
れ
て
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
案
に
つ
い
て
（
し
た
が
っ
て
以
下
は
牽
強
付
会

の
仮
定
の
話
で
は
な
い
）、
認
定
の
数
値
に
基
づ
い
て
会
社
の
損
害
額
を
計
算
す
る
と
、

い
ず
れ
も
発
行
総
額
を
超
過
す
る
規
模
の
賠
償
を
要
す
る
と
の
結
果
が
得
ら
れ
る

（
表
１
参
照
）。
株
主
へ
の
賠
償
請
求
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
事
件
で
、
株

主
へ
の
賠
償
額
は
発
行
総
額
を
下
回
る
も
の
で
も
、
同
じ
新
株
発
行
に
つ
い
て
、
仮

に
、
会
社
へ
の
損
害
賠
償
が
請
求
さ
れ
て
い
た
と
し
た
場
合
、
会
社
に
賠
償
す
べ
き

額
は
発
行
総
額
を
上
回
る
水
準
に
な
る
（
こ
こ
で
は
、
賠
償
額
が
発
行
総
額
を
超
過
す

る
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
の
で
は
な
い
）。
会
社
へ
の
賠
償
額
が
発
行
総
額
を
上
回
る

よ
う
な
規
模
の
事
案
で
は
、
⑦
事
案
と
異
な
り
、
富
の
移
転
の
実
体
と
会
社
の
損
害

額
と
の
乖
離
が
、
相
対
的
に
大
き
な
も
の
と
な
る
。
も
っ
と
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な

大
き
な
乖
離
の
あ
る
事
案
が
、
会
社
へ
の
賠
償
を
求
め
る
事
件
と
し
て
裁
判
所
に
持

ち
込
ま
れ
た
場
合
、
果
た
し
て
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
、
疑
問
に
思
わ
ざ
る
を

え
な
い
。

　

つ
ま
り
、
⑦
の
先
例
一
件
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
裁
判
例
も
会
社
の
損
害
構
成

を
認
め
て
い
る
と
強
調
す
る
こ
と
は
、
問
題
の
本
質
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
に
な
る
。

表 1　有利発行で株主への直接賠償が認められた裁判例
 （単位：円）

a. b. 裁判例 c. 発行総額 d. 会社の損害額 e. 既存株主の流出総額 f. 原告株主の損害額

⑧ 東京地判昭和5（年 （ 月12日 10,000,000   80,000,000   40,000,000   10,200,000
− 京都地判平成 （ 年 （ 月 5 日 20,000,000   58,140,000   46,560,000 　 15,105,22（
⑨ 大阪高判平成11年 （ 月17日 20,000,000   75,040,000   60,080,000 　 19,（91,（5（
⑩ 東京地判平成 （ 年 9 月 1 日 15,000,000 732,600,000 279,720,000   29,992,200
⑪ 千葉地判平成 （ 年 （ 月2（日 72,000,000   76,560,000 　 （0,（（0,000 　 17,771,200
⑫ 東京地判平成2（年 2 月 7 日  5,000,000 265,000,000 176,666,666 108,937,083

＊　a 欄の丸数字は本稿三 （（三）⑵本文に対応、d-f 欄の太字は発行総額を超過しているもの、f 欄が裁判所の結
論（⑧は修正）。

＊　杉田貴洋「新株発行・自己株式処分有効性判断における取引安全の図り方と測り方」鳥山恭一ほか（編）
『岸田雅雄先生古稀記念論文集・現代商事法の諸問題』（平成 2（ 年）（1（ 頁表 1 より。
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む
し
ろ
、「
ど
こ
か
腑
に
落
ち
な
い
解
決
」
に
な
る
会
社
の
損
害
構
成
事
案
で
は
、
本
件
も
含
め
、
⑦
事
件
以
外
、
悉
く
、
最
終
的

に
請
求
が
退
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
請
求
を
認
め
る
と
、
腑
に
落
ち
な
い
解
決
に
な
る

こ
と
か
ら
、
裁
判
所
が
「
事
実
認
定
」
や
何
ら
か
の
「
理
論
」
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
請
求
を
棄
却
し
て
き
た
も
の
が
相
当

数
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
有
利
性
の
程
度
が
大
き
い
ほ
ど
、
こ
の
乖
離
も
大
き
く
な
る
関
係
に
あ
る
か
ら
、
結
論
と
し
て

請
求
が
棄
却
さ
れ
た
裁
判
例
で
は
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
慎
重
な
検
討
が
必
要
に
な
る
。

　

な
お
、
会
社
の
損
害
を
肯
定
す
る
立
場
に
よ
れ
ば
、
会
社
に
損
害
が
生
じ
て
い
る
状
態
こ
そ
が
紛
争
の
実
体
に
な
る
の
で
、
こ
こ

で
、「
解
決
策
と
紛
争
の
実
体
と
が
齟
齬
す
る
」
と
い
う
表
現
で
は
、
議
論
が
擦
れ
違
い
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
言
い

方
を
換
え
て
も
、
裁
判
所
が
結
論
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
が
ち
で
あ
る
状
況
に
変
わ
り
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
会
社
の
損
害
と
さ

れ
る
額
」
と
「
富
の
移
転
の
実
体
」
と
が
齟
齬
す
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、
会
社
の
損
害
構
成
を
受
け
入
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

結
論
が
腑
に
落
ち
な
い
と
感
じ
る
た
め
、
同
構
成
に
基
づ
く
請
求
を
棄
却
す
る
の
で
あ
る
。
有
利
発
行
の
問
題
が
、
既
存
株
主
か
ら

新
規
株
主
へ
の
富
の
移
転
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
今
や
学
界
の
共
通
理
解
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る）（（
（

。
い
ず
れ
の
立
場
に
立
つ

に
せ
よ
、「
会
社
の
損
害
と
さ
れ
る
額
」
と
「
富
の
移
転
の
実
体
」
と
に
、
金
額
に
お
い
て
乖
離
が
生
ず
る
こ
と
は
、
構
造
的
客
観

的
な
事
実
で
あ
っ
て
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
社
の
損
害
発
生
を
理
論
的
に
肯
定
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
以
前
に
、

現
実
の
裁
判
例
で
は
、
こ
の
乖
離
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
構
成
に
基
づ
く
請
求
が
棄
却
さ
れ
が
ち
に
な
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

付
言
す
る
と
、
稀
釈
化
と
富
の
移
転
と
は
、
同
じ
現
象
を
、
視
点
を
換
え
て
表
現
し
直
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
、
稀
釈

化
が
起
き
な
い
と
い
う
立
場
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
立
場
は
、
株
式
分
割
や
株
主
割
当
発
行
で
株
式
価
値
が
低
下
す
る
こ
と
を
ど

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
、
株
式
価
値
が
低
下
す
る
の
は
、
会
社
の
企
業
と
し
て
の
価
値
評
価

（
い
わ
ゆ
る
客
観
的
価
値
）
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
稀
釈
化
が
起
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
資
金
調
達
の

決
定
自
体
が
株
式
の
客
観
的
価
値
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
、
稀
釈
化
に
よ
る
下
落
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
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い
）。
稀
釈
化
に
よ
る
下
落
は
、
株
式
価
値
自
体
の
評
価
変
更
に
よ
る
下
落
と
異
な
り
、
下
落
し
た
価
値
が
消
え
て
な
く
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
下
落
し
た
価
値
は
、
他
の
株
式
に
移
転
す
る
の
で
あ
り
、
他
人
の
株
式
に
移
転
す
れ
ば
富
の
移
転
と
表
現
さ
れ
る
に
す

ぎ
な
い
。
株
式
分
割
・
株
主
割
当
て
で
は
、
株
式
価
値
の
移
転
が
同
一
人
の
手
中
で
起
き
る
か
ら
、
稀
釈
化
で
は
あ
っ
て
も
、
富
の

移
転
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
有
利
発
行
規
整
の
趣
旨
を
、
株
価
下
落
防
止
と
だ
け
述
べ
て
説
明
す
る
の
は
正
確
で
な
い
ば
か
り

で
な
く
、
多
く
の
誤
解
を
招
い
て
き
た
と
い
う
意
味
で
有
害
で
あ
る
（
正
確
に
は
、「
富
の
移
転
を
伴
う
株
価
下
落
の
防
止
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
）。
富
の
移
転
は
、
株
価
が
下
が
る
か
ら
起
き
る
も
の
だ
が
、
株
価
下
落
が
全
て
富
の
移
転
を
伴
う
の
で
は
な
い
。
単

な
る
下
落
防
止
、
単
な
る
既
存
株
主
保
護
で
は
、
富
の
移
転
を
伴
わ
な
い
下
落
（
稀
釈
化
に
よ
る
も
の
で
な
い
、
価
値
が
消
え
て
な
く

な
る
よ
う
な
下
落
）
を
も
含
む
も
の
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
現
に
そ
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
展
開
さ
れ
た
謬
論
が

あ
ま
り
に
も
多
く
流
布
し
て
い
る）（（
（

。
価
値
が
消
え
て
な
く
な
る
性
格
の
下
落
は
、
多
く
は
経
営
判
断
の
問
題
（
新
株
発
行
の
文
脈
で

い
え
ば
、
不
合
理
な
資
金
調
達
・
運
用
計
画
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
富
の
移
転
阻
止
は
、
正
に
会
社
法
が
調
整
す
べ
き
、
ま
た
調
整

可
能
な
利
益
に
関
わ
る
事
項
で
あ
る
。
単
な
る
下
落
防
止
や
単
な
る
既
存
株
主
保
護
と
、
富
の
移
転
防
止
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で

あ
る
（
後
述
三
３
（
二
））。

三　

ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
株
主
代
表
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
検
討

１　

事
件
の
概
要

　

本
件
（
ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
事
件
）
は
、
Ｚ
株
式
会
社
（
上
告
補
助
参
加
人
、
以
下
「
Ｚ
社
」）
が
、
平
成
一
五
年
一
一
月
七
日
を
払

込
期
日
と
し
て
実
施
し
た
自
己
株
式
処
分
（
以
下
「
本
件
自
己
株
式
処
分
」）、
お
よ
び
平
成
一
六
年
三
月
二
四
日
を
払
込
期
日
と
し
て

実
施
し
た
新
株
発
行
（
以
下
「
本
件
新
株
発
行
」）
が
、
い
ず
れ
も
著
し
く
不
公
正
な
価
額
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
、
取
締
役
で
あ
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る
Ｙ
ら
に
は
、
特
に
有
利
な
価
額
に
よ
る
発
行
に
必
要
な
手
続
を
経
て
い
な
い
法
令
違
反
等
が
あ
る
と
し
て
、
Ｙ
ら
に
対
し
、
公
正

な
価
額
と
の
差
額
等
を
会
社
に
対
し
て
支
払
う
よ
う
求
め
た
株
主
代
表
訴
訟
で
あ
る
。

　

Ｚ
社
は
、
昭
和
四
二
年
設
立
の
株
式
会
社
で
あ
り
、
本
件
自
己
株
式
処
分
お
よ
び
本
件
新
株
発
行
の
当
時
、
株
式
を
譲
渡
す
る
に

は
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
置
い
て
い
た
。
平
成
一
六
年
三
月
八
日
（
本
件
新
株
発
行
に
か
か
る
議
案
を
審
議

し
た
臨
時
株
主
総
会
の
開
催
日
）
時
点
に
お
け
る
Ｚ
社
発
行
済
株
式
総
数
は
四
〇
万
株
で
あ
っ
た
。
一
株
当
た
り
配
当
額
は
、
平
成
一

〇
︲
一
二
年
度
一
五
〇
円
、
同
一
三
・
一
四
年
度
な
し
、
同
一
五
年
度
一
〇
〇
円
、
同
一
六
年
度
一
五
〇
円
と
推
移
し
た
。

　

Ｘ
（
第
一
審
原
告
、
控
訴
人
・
被
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
は
Ｚ
社
の
株
主
、
Ｙ１
ほ
か
三
名
（
第
一
審
被
告
、
被
控
訴
人
・
控
訴
人
、
上
告

人
）
の
う
ち
、
本
件
の
当
時
、
Ｙ１
は
Ｚ
社
代
表
取
締
役
、
Ｙ２
、
Ｙ３
、
Ｙ４
は
取
締
役
で
あ
っ
た
。
後
述
の
よ
う
に
、
Ｙ１
は
本
件
自
己
株

式
処
分
の
処
分
先
、
Ｙ１
、
Ｙ２
、
Ｙ４
は
本
件
新
株
発
行
の
割
当
先
、
ま
た
、
Ｙ１
、
Ｙ２
は
、
本
件
新
株
発
行
直
前
の
時
点
で
Ｚ
社
株
主
で

あ
っ
た
。

　

Ｚ
社
株
式
は
、
Ｚ
社
役
員
、
幹
部
従
業
員
、
社
員
持
株
会
、
同
社
の
販
売
会
社
社
長
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
き
た
が
、
平
成
一
三

年
頃
か
ら
、
役
職
員
の
退
社
の
際
に
は
、
Ｙ１
を
中
心
と
す
る
役
員
や
社
員
持
株
会
が
一
株
当
た
り
一
五
〇
〇
円
で
買
い
取
り
に
応
じ

て
き
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
一
四
年
七
月
︲
一
〇
月
の
間
に
、
Ｚ
社
が
Ｙ１
か
ら
、
自
己
株
式
合
計
三
万
三
二
一
七
株
を
一
株
一
五
〇
〇
円
で
買

い
受
け
た
。
し
か
し
、
こ
の
自
己
株
式
取
得
・
保
有
に
は
、
取
引
銀
行
か
ら
消
極
的
な
意
見
が
出
る
な
ど
の
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
Ｙ１
が
再
び
買
い
戻
し
て
解
消
す
る
こ
と
と
な
り
、
証
券
会
社
か
ら
紹
介
さ
れ
た
Ａ
公
認
会
計
士
に
株
価
算
定
を
依
頼
し
、
配
当

還
元
方
式
に
よ
り
一
株
当
た
り
一
五
〇
〇
円
と
す
る
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
三
一
日
付
の
株
価
算
定
書
を
得
た
。
右
評
価
は
、
次
の

理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
ア
）Ｚ
社
の
株
式
は
、
一
時
的
に
無
配
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
前
は
継
続
し
て
配
当
が

行
わ
れ
て
き
た
こ
と
や
、
一
定
期
間
、
利
益
配
当
に
係
る
期
待
値
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
価
格
に
よ
り
株
式
売
買
が
行
わ
れ
て
き
た
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こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
配
当
還
元
法
に
よ
り
算
定
す
る
の
が
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。（
イ
）Ｚ
社
で
は
、
従
前
は
一
株
当
た
り
一
五
〇

円
の
配
当
が
さ
れ
て
お
り
、
直
近
の
過
去
二
事
業
年
度
は
経
営
体
質
の
強
化
を
目
的
と
し
て
一
時
的
に
無
配
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、

今
後
、
利
益
配
当
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
直
近
の
取
引
事
例
に
も
照
ら
す
と
、
株
価
の
算
定
に
当

た
っ
て
は
、
一
株
当
た
り
の
配
当
金
額
を
一
五
〇
円
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ
れ
を
財
産
評
価
基
本
通
達
の
配
当
還
元
法
の
算

式
で
用
い
ら
れ
て
い
る
資
本
還
元
率
で
還
元
す
る
と
、
一
株
当
た
り
の
評
価
額
は
一
五
〇
〇
円
と
算
定
さ
れ
る
。（
ウ
）Ｚ
社
の
時
価

純
資
産
に
巨
額
の
マ
イ
ナ
ス
が
生
じ
て
い
る
こ
と
や
、
株
価
算
定
の
基
礎
資
料
と
な
る
事
業
計
画
は
な
い
こ
と
、
売
上
げ
も
減
少
傾

向
に
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
簿
価
純
資
産
法
、
時
価
純
資
産
法
、
収
益
還
元
法
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
法
お
よ
び
類
似
会
社
比
準
法
は
採

用
し
な
い
。

　

平
成
一
五
年
一
〇
月
一
六
日
の
取
締
役
会
で
、
Ｙ１
に
対
し
て
、
自
己
株
式
三
万
三
二
一
七
株
を
一
株
一
五
〇
〇
円
で
、
払
込
期
日

を
同
年
一
一
月
七
日
と
し
て
売
却
（
本
件
自
己
株
式
処
分
）
す
る
旨
決
議
し
た
。
本
件
自
己
株
式
処
分
に
か
か
る
株
主
総
会
議
案
は
、

同
年
一
一
月
六
日
の
臨
時
株
主
総
会
に
お
い
て
、
出
席
株
主
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
り
承
認
可
決
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
本
件

自
己
株
式
処
分
が
特
に
有
利
な
価
額
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
説
明
は
行
わ
れ
ず
、
右
総
会
決
議
も
、
当
時
の
商
法

二
一
一
条
三
項
準
用
の
二
八
〇
条
の
二
第
二
項
所
定
の
特
別
決
議
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

平
成
一
六
年
二
月
一
九
日
の
取
締
役
会
に
お
い
て
、
Ｙ１
ほ
か
六
名
を
割
当
先
と
す
る
（
第
三
者
割
当
て
）
次
の
よ
う
な
内
容
の
新

株
発
行
（
本
件
新
株
発
行
）
を
行
う
旨
決
議
し
た
。
す
な
わ
ち
、
新
株
の
数
四
万
株
、
発
行
価
額
一
株
に
つ
き
一
五
〇
〇
円
、
払
込

期
日
同
年
三
月
二
四
日
、
割
当
先
Ｙ１
二
万
三
〇
〇
〇
株
、
Ｙ２
五
〇
〇
〇
株
、
Ｙ４
一
〇
〇
〇
株
、
ほ
か
四
名
一
万
一
〇
〇
〇
株
で
あ
っ

た
。
本
件
新
株
発
行
に
か
か
る
株
主
総
会
議
案
は
、
同
年
三
月
八
日
の
臨
時
株
主
総
会
に
お
い
て
、
出
席
株
主
の
三
分
の
二
以
上
の

賛
成
に
よ
り
承
認
可
決
さ
れ
た
。
右
総
会
決
議
は
、
第
三
者
に
対
し
て
特
に
有
利
な
発
行
価
額
を
も
っ
て
新
株
を
発
行
す
る
こ
と
を

必
要
と
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
本
件
新
株
発
行
の
発
行
価
額
に
つ
い
て
は
、
本
件
自
己
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株
式
処
分
と
同
一
事
業
年
度
内
で
の
新
株
発
行
で
あ
り
、
Ａ
会
計
士
の
算
定
結
果
報
告
か
ら
四
か
月
程
度
し
か
経
過
し
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
改
め
て
専
門
家
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

本
件
新
株
発
行
が
行
わ
れ
る
前
、
Ｙ１
の
保
有
株
式
数
は
二
〇
万
四
〇
四
九
株
（
議
決
権
比
率
五
一
・
〇
一
％
）、
Ｙ２
の
保
有
株
式
数

は
四
万
四
〇
〇
〇
株
（
一
一
％
）、
そ
の
合
計
数
は
二
四
万
八
〇
四
九
株
（
六
二
・
〇
一
％
）
で
あ
っ
た
（
他
の
引
受
人
の
持
株
の
有
無

は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
）。

　

Ｘ
は
、
本
件
自
己
株
式
処
分
お
よ
び
本
件
新
株
発
行
は
著
し
く
不
公
正
な
価
額
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
所
定
の
手
続
を
経
て

い
な
い
違
法
が
あ
る
等
と
し
て
、
本
件
自
己
株
式
処
分
に
関
し
て
、
Ｙ１
に
対
し
て
通
謀
引
受
人
の
責
任
（
当
時
の
商
法
二
一
一
条
三

項
・
二
八
〇
条
の
一
一
）
ま
た
は
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
（
同
二
六
六
条
一
項
五
号
）、
Ｙ２
、
Ｙ３
、
Ｙ４
に
対
し
て
取
締
役
の
損
害
賠
償

責
任
、
本
件
新
株
発
行
に
関
し
て
、
Ｙ１
、
Ｙ２
、
Ｙ４
に
対
し
て
通
謀
引
受
人
の
責
任
ま
た
は
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
、
Ｙ３
に
対
し
て

取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
と
し
て
、
会
社
に
対
し
て
損
害
賠
償
等
を
支
払
う
よ
う
求
め
て
株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
し
た
。
第
一
審
、

原
審
と
も
、
本
件
自
己
株
式
処
分
に
つ
い
て
は
有
利
処
分
性
を
否
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
本
件
新
株
発
行
に

つ
い
て
は
、
公
正
な
価
額
は
少
な
く
と
も
七
〇
〇
〇
円
を
下
ら
な
い
と
し
て
、
有
利
発
行
と
認
め
、
Ｙ１
ら
に
対
し
、
会
社
へ
の
損
害

賠
償
と
し
て
、
当
時
の
商
法
二
六
六
条
一
項
五
号
に
基
づ
き
、
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
を
支
払
う
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
Ｙ１
ら
が
、
本
件
新
株
発
行
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
上
告
受
理
申
立
て
を
し
た
。
Ｘ
は
、
本
件
自
己
株
式
処
分
に

関
す
る
請
求
に
つ
い
て
は
上
告
し
な
か
っ
た）（（
（

。

２　

判
旨

　

破
棄
自
判
。
Ｘ
の
請
求
棄
却
。

　
「
株
価
の
算
定
に
関
す
る
上
記
の
よ
う
な
状
況
〈
非
上
場
会
社
の
株
価
の
算
定
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る
評
価
手
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法
を
用
い
る
べ
き
か
の
判
断
基
準
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
各
評
価
手
法
に
お
い
て
、
幅
の
あ
る
判
断
要
素
が
含
ま
れ
る
こ

と
〉
に
鑑
み
る
と
、
取
締
役
会
が
、
新
株
発
行
当
時
、
客
観
的
資
料
に
基
づ
く
一
応
合
理
的
な
算
定
方
法
に
よ
っ
て
発
行
価
額
を
決

定
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
、
事
後
的
に
、
他
の
評
価
手
法
を
用
い
た
り
、
異
な
る
予
測
値
等
を
採
用
し
た
り
す
る

な
ど
し
て
、
改
め
て
株
価
の
算
定
を
行
っ
た
上
、
そ
の
算
定
結
果
と
現
実
の
発
行
価
額
と
を
比
較
し
て
「
特
ニ
有
利
ナ
ル
発
行
価

額
」
に
当
た
る
か
否
か
を
判
断
す
る
の
は
、
取
締
役
ら
の
予
測
可
能
性
を
害
す
る
こ
と
と
も
な
り
、
相
当
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
非
上
場
会
社
が
株
主
以
外
の
者
に
新
株
を
発
行
す
る
に
際
し
、
客
観
的
資
料
に
基
づ
く
一
応
合
理
的
な
算
定
方
法

に
よ
っ
て
発
行
価
額
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
発
行
価
額
は
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、「
特
ニ
有
利
ナ

ル
発
行
価
額
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

　
「
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、〈
中
略
〉
Ａ
会
計
士
の
算
定
は
客
観
的
資
料
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ａ
会
計
士
は
、
Ｚ
社
の
財
務
状
況
等
か
ら
配
当
還
元
法
を
採
用
し
、
従
前
の
配
当
例
や
直
近
の
取
引
事
例
な
ど
か
ら
１
株
当
た
り

の
配
当
金
額
を
１
５
０
円
と
す
る
な
ど
し
て
株
価
を
算
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
配
当
還
元
法
が
適
さ
な
い

と
は
一
概
に
は
い
い
難
く
、
ま
た
、
Ａ
会
計
士
の
算
定
結
果
の
報
告
か
ら
本
件
新
株
発
行
に
係
る
取
締
役
会
決
議
ま
で
に
４
箇
月
程

度
が
経
過
し
て
い
る
が
、
そ
の
間
、
Ｚ
社
の
株
価
を
著
し
く
変
動
さ
せ
る
よ
う
な
事
情
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
な
い
か

ら
、
同
算
定
結
果
を
用
い
た
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
に
加
え
、
本
件
新
株
発
行
の
当
時
、
Ｙ１
そ
の
他
の
役
員

等
に
よ
る
買
取
価
格
、
Ｚ
社
に
よ
る
買
取
価
格
、
Ｙ１
が
提
案
し
た
購
入
価
格
、
株
主
総
会
決
議
で
変
更
さ
れ
た
新
株
引
受
権
の
権
利

行
使
価
額
及
び
自
己
株
式
の
処
分
価
格
が
い
ず
れ
も
１
株
１
５
０
０
円
で
あ
っ
た
こ
と
を
併
せ
考
慮
す
る
と
、
本
件
に
お
い
て
は
一

応
合
理
的
な
算
定
方
法
に
よ
っ
て
発
行
価
額
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
、〈
中
略
〉
上
記
特
別
の
事
情
に
当
た
る
よ
う
な
事
実
も
う
か
が
わ
れ
な
い
。
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し
た
が
っ
て
、
本
件
新
株
発
行
に
お
け
る
発
行
価
額
は
「
特
ニ
有
利
ナ
ル
発
行
価
額
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

３　

検
討

（
一
）
有
利
発
行
の
金
銭
的
解
決
の
特
殊
性

⑴
本
件
に
お
け
る
紛
争
の
実
体
た
る
富
の
移
転
の
状
況

　

有
利
発
行
は
、
株
式
価
値
稀
釈
化
を
招
く
た
め
、
既
存
株
主
は
株
式
価
値
低
下
に
よ
り
損
失
を
被
る
。
他
方
、
新
規
株
主
（
引
受

人
）
は
、
稀
釈
化
の
反
対
効
果
と
し
て
、
有
利
払
込
金
額
で
取
得
し
た
株
式
の
価
値
が
そ
の
金
額
以
上
と
な
り
、
利
得
す
る
。
つ
ま

り
、
既
存
株
主
は
、
事
前
の
株
式
価
値
（
公
正
金
額
）
と
事
後
の
株
式
価
値
の
差
額
だ
け
損
失
を
被
り
（
し
ば
し
ば
誤
解
が
あ
る
が
、

公
正
金
額
と
実
際
の
払
込
金
額
〔
有
利
金
額
〕
と
の
差
額
で
は
な
い
）、
新
規
株
主
は
、
事
後
の
株
式
価
値
と
払
込
金
額
と
の
差
額
だ
け

利
得
す
る
。
こ
れ
が
有
利
発
行
の
紛
争
の
実
体
た
る
、
既
存
株
主
か
ら
新
規
株
主
へ
の
富
の
移
転
で
あ
る
。
富
の
移
転
で
あ
る
か
ら
、

既
存
株
主
の
流
出
総
額
と
新
規
株
主
の
利
得
総
額
と
は
、
計
算
上
必
ず
一
致
す
る
（
概
ね
一
致
す
る
の
で
も
、
と
き
に
よ
り
一
致
す
る

の
で
も
な
い
）。

　

有
利
発
行
で
は
会
社
に
損
害
が
生
ず
る
も
の
と
構
成
し
て
解
決
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
従
っ
て
会
社
の
損
害
額
を

計
算
す
る
と
、
そ
の
額
は
、
こ
の
富
の
移
転
の
金
額
よ
り
も
必
ず
大
き
な
額
に
な
る
。
つ
ま
り
、
会
社
の
損
害
と
さ
れ
る
金
額
は
、

株
式
価
値
稀
釈
化
に
よ
り
既
存
株
主
全
体
に
生
ず
る
損
失
額
よ
り
も
大
き
な
額
と
な
る
。

　

原
判
決
の
認
定
・
認
容
額
に
基
づ
く
と
、
本
件
で
は
、
富
の
移
転
の
総
額
（
＝
既
存
株
主
の
流
出
総
額
＝
新
規
株
主
の
利
得
総
額
）

は
七
五
九
七
万
五
五
〇
〇
円
（
以
下
「
七
六
〇
〇
万
円
」）
で
あ
る
の
に
対
し
、
会
社
の
損
害
額
は
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
で
あ
っ
た
。

有
利
発
行
の
紛
争
の
実
体
が
、
株
主
間
の
富
の
移
転
で
あ
る
な
ら
ば
、
会
社
に
対
し
て
損
害
賠
償
す
る
と
の
解
決
は
、
紛
争
の
実
体

に
合
致
し
な
い
（
次
頁
に
示
し
た
計
算
過
程
を
参
照
）。
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⑵
会
社
の
損
害
額
と
富
の
移
転

の
総
額
と
の
乖
離
を
拡
大
さ
せ

る
要
因

　

い
か
な
る
有
利
発
行
の
事
案

で
あ
れ
、
富
の
移
転
の
総
額
と

会
社
の
損
害
と
さ
れ
る
金
額
と

は
乖
離
す
る
が
、
具
体
的
な
事

案
に
お
い
て
、
そ
の
乖
離
を
拡

大
さ
せ
る
要
因
が
三
つ
あ
る
。

ま
ず
、
最
初
の
二
つ
を
挙
げ
る

と
、
㋑
払
込
金
額
の
有
利
性
の

程
度
が
大
き
い
ほ
ど
、
ま
た
、

㋺
募
集
株
式
数
が
既
発
行
株
式

数
に
比
較
し
て
大
き
い
ほ
ど
、

乖
離
は
拡
大
す
る
。

　

㋺
の
要
素
に
つ
い
て
説
明
を

加
え
て
お
く
と
、
た
と
え
ば
、

公
正
金
額
が
同
一
の
二
つ
の
会

１）既発行株式１株当たり流出額：500円
発行後株式価値：（500円
（500円＝（発行前時価総額2（億円+発行総額（000万円）÷発行後株式総数（（万株
１株当たり流出額：500円
500円＝公正価額7000円−（500円

２）非引受人既存株主（15万1951株）の流出総額：7597万5500円
7597万5500円＝15万1951株×１株当たり流出額500円

（既存株主（0万株のうち、Y1、Y2（両名持株2（万（0（9株）は引受人であるから、残
る既存株主は15万1951株）

３）引受人７名の利得総額：7597万5500円
新株１株当たりの利得額：5000円
5000円＝発行後株式価値（500円−発行価額1500円
引受人７名の利得総額：7597万5500円
7597万5500円＝新株４万株×5000円−旧株2（万（0（9株×500円

（引受人７名のうち、Y1、Y2の既保有株式2（万（0（9株には１株当たり500円の価値
流出がある。しかし両名とも、新株でそれを上回る利得がある〔本件では、引受
人相互間の移転はない〕。）

各引受人の富の移転による利得（計7597万5500円）の内訳は、次のとおり（各人が
引き受けた新株での利得から、持株〔旧株〕での流出額を控除したもの）。

Y1の利得：1297万5500円
1297万5500円＝新株２万（000株×5000円−旧株20万（0（9株×500円

Y2の利得：（00万円
（00万円＝新株5000株×5000円−旧株４万（000株×500円

他の引受人５名の利得：（000万円
（000万円＝新株１万2000株×5000円
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社
が
、
同
一
金
額
の
有
利
払
込
金
額
、
同

数
の
新
株
発
行
を
し
て
も
、
既
発
行
株
式

数
が
異
な
れ
ば
、
稀
釈
化
の
影
響
は
異

な
っ
た
も
の
と
な
る
（
表
2
参
照
）。
同

額
同
数
の
有
利
発
行
を
実
施
し
た
場
合
で

も
、
既
発
行
株
式
数
が
大
き
い
会
社
で
は
、

富
の
移
転
の
総
額
が
大
き
く
な
り
（
一
株

当
た
り
の
稀
釈
化
額
は
小
さ
く
な
る
）、
会

社
の
損
害
と
さ
れ
る
金
額
に
近
づ
い
て
、

乖
離
は
小
さ
く
な
る
（
会
社
の
損
害
額
と

富
の
移
転
総
額
と
が
同
額
に
な
る
こ
と
は
な

い
か
ら
、
乖
離
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
は
な

い
）
（（
（

）。

　

㋑
㋺
の
要
素
だ
け
で
考
え
る
場
合
（
次

に
述
べ
る
㋩
の
要
素
が
な
い
と
）、
富
の
移

転
の
総
額
と
、
会
社
の
損
害
額
と
の
乖
離

は
、
一
般
に
、（
公
正
払
込
金
額
︲
発
行

後
の
株
式
価
格
）
×
募
集
株
式
数
の
計
算

結
果
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
有
利
発

表 2　既発行株式数の有利発行への影響
公正払込金額（事前の株式価値）10 万円の会社が、100 株の募集株式を払込金額 （ 万円、5 万円、1 万円で発
行する場合に、既発行株式数（事前の株式数）を① 100 株、② 1000 株、③ 10000 株としたときの、既存株主
全体の損失（流出額）と会社の損害額との関係（時間や投資の観念は入れず、株式は純資産価値によって評価
されるものとし、他の事情は一定とする）。

①公正金額 10万円・既発行株式数 100 株・新株式数 100 株 （単位：万円）

a. 払込金額 b. 発行総額 c. 会社損害額 d. 事後の株式価値 e. 既存株主全体
の流出額

f. 実体との乖離
=c−e

（ （00 200 9 100 100
5 500 500 7.5 250 250
1 100 900 5.5 （50 （50

②公正金額 10万円・既発行株式数 1000 株・新株式数 100 株 （単位：万円）

a. 払込金額 b. 発行総額 c. 会社損害額 d. 事後の株式価値 e. 既存株主全体
の流出額

f. 実体との乖離
=c−e

（ （00 200 9.（1（1 1（1.（ 1（.1
5 500 500 9.5（5（ （5（.5 （5.（
1 100 900 9.1（1（ （1（.1 （1.（

③公正金額 10万円・既発行株式数 10000 株・新株式数 100 株 （単位：万円）

a. 払込金額 b. 発行総額 c. 会社損害額 d. 事後の株式価値 e. 既存株主全体
の流出額

f. 実体との乖離
=c−e

（ （00 200 9.9（01 19（.0 1.9
5 500 500 9.950（ （95.0 （.9
1 100 900 9.910（ （91.0 （.9

既発行株式数が大きいと、会社の損害額との乖離も、稀釈化の程度（株式価値の低下）も、微々たる額になる
が、既存株主全体の損失額は拡大する。会社の損害構成に従うと、同額同数の有利発行は同規模の紛争として
しか認識されない（c 欄を対照）が、富の移転の総額（e 欄）は、既発行株式数によって異なる。
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行
で
あ
る
限
り
、
㋩
の
要
素
が
な
く
と
も
、
乖
離
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

　

三
つ
目
の
要
因
と
し
て
、
㋩
引
受
人
が
既
存
株
主
で
も
あ
っ
た
場
合
、
富
の
移
転
の
総
額
が
下
が
る
た
め
、
乖
離
が
拡
大
す
る
。

引
受
人
が
既
存
株
主
で
も
あ
る
場
合
、
当
該
既
存
株
主
に
、
稀
釈
化
に
よ
る
損
失
は
な
く
、
む
し
ろ
利
得
す
る
の
み
で
あ
る）（（
（

。
つ
ま

り
、
同
じ
く
既
存
株
主
で
あ
っ
て
も
、
引
受
人
で
も
あ
る
既
存
株
主
と
、
そ
う
で
な
い
既
存
株
主
と
で
は
、
有
利
発
行
に
よ
り
受
け

る
影
響
が
異
な
る
。
稀
釈
化
の
不
利
益
を
受
け
る
既
存
株
主
が
減
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
る
損
失
の
総
額
は
相
対
的
に
小
さ
く
な
り
、

会
社
の
損
害
額
と
の
乖
離
が
さ
ら
に
拡
大
す
る）（（
（

。

　

本
件
で
は
、
㋩
の
要
素
が
な
い
と
、
つ
ま
り
、
引
受
人
と
既
存
株
主
と
が
重
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
富
の
移
転
の
総
額
は
二
億
円

ち
ょ
う
ど
と
計
算
さ
れ
（
旧
株
四
〇
万
株
×
五
〇
〇
円
＝
新
株
四
万
株
×
五
〇
〇
〇
円
）、
㋑
㋺
の
要
素
だ
け
な
ら
ば
、
会
社
の
損
害
額

二
億
二
〇
〇
〇
万
円
に
対
し
て
、
そ
の
乖
離
は
二
〇
〇
〇
万
円
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
公
正
価
額
七
〇
〇
〇
円
に
対
し
て
発
行

価
額
一
五
〇
〇
円
で
あ
る
か
ら
、
㋑
の
要
素
も
決
し
て
小
さ
く
な
い
が
、
㋺
の
要
素
が
乖
離
を
縮
小
さ
せ
る
方
向
に
作
用
し
た
と
見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
㋩
の
要
素
が
大
き
か
っ
た
（
既
発
行
株
式
四
〇
万
株
の
う
ち
、
Ｙ１
・
Ｙ２
の
二
名
で
二
四
万
八
〇
四
九
株
を
保
有
し
て

い
た
）
た
め
、
実
際
の
富
の
移
転
の
総
額
は
七
六
〇
〇
万
円
に
な
っ
た
。
な
ら
ば
、
こ
の
数
字
に
合
わ
せ
て
、
会
社
の
損
害
額
を
調

整
で
き
な
い
か
と
考
え
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
富
の
移
転
の
実
体
が
、
二
億
円
で
あ
れ
、
七
六
〇
〇
万
円
で
あ
れ
、

会
社
の
損
害
と
し
て
解
決
す
る
に
は
、
必
ず
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
（
＝
（
公
正
価
額
︲
有
利
価
額
）
×
新
株
式
数
）
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
会
社
の
損
害
構
成
で
は
、
富
の
移
転
の
実
体
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
定
の
金
額
（
会
社
の
損
害
と
さ
れ
る
額
）
を
会
社
に
払
わ

な
け
れ
ば
、
富
の
移
転
を
埋
め
合
わ
せ
て
既
存
株
主
の
不
利
益
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
本
件
で
は
、
㋩

の
要
素
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
富
の
移
転
の
総
額
と
会
社
の
損
害
額
と
の
乖
離
が
拡
大
し
た
。

　

ま
と
め
る
と
、
一
般
に
、
稀
釈
化
に
よ
る
既
存
株
主
の
損
失
総
額
（
富
の
移
転
の
総
額
）
と
、
会
社
の
損
害
額
と
は
乖
離
が
あ
る

が
、
払
込
金
額
の
有
利
性
の
程
度
が
大
き
い
場
合
（
㋑
）、
既
発
行
株
式
数
に
対
し
て
募
集
株
式
数
が
大
き
い
場
合
（
㋺
）、
ま
た
は
、
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引
受
人
が
既
存
株
主
で
も
あ
る
（
㋩
）
と
い
う
要
素
が
あ
る
と
、
そ
の
乖
離
は
拡
大
す
る
関
係
に
あ
る
。
歴
史
の
長
い
会
社
で
、
そ

れ
な
り
の
規
模
の
会
社
で
は
、
成
長
過
程
で
新
株
発
行
を
繰
り
返
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
既
発
行
株
式
数
が
大
き
く
、
㋺
の
要

素
に
よ
る
影
響
が
小
さ
い
も
の
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
払
込
金
額
の
割
引
（
㋑
の
要
素
）
が
大
き
く
て
も
、
既
発
行
株
式
数

が
大
き
け
れ
ば
、
結
果
と
し
て
、
会
社
の
損
害
額
と
富
の
移
転
総
額
と
の
乖
離
は
小
さ
い
も
の
と
な
る
。
本
件
の
Ｚ
社
に
つ
い
て
も

こ
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
㋩
の
要
素
に
よ
り
、
実
体
は
七
六
〇
〇
万
円
に
止
ま
っ
た
た
め
、

実
体
と
会
社
の
損
害
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
と
の
乖
離
が
拡
大
し
た
。
本
判
決
の
検
討
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
が
そ
の
判
断
に
ど
の
よ

う
に
作
用
し
た
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

⑶
本
判
決
の
直
面
し
た
原
審
解
決
の
違
和
感

ア　

本
件
自
己
株
式
処
分
の
有
利
処
分
性
を
否
定
し
た
原
審
・
第
一
審
判
決

　

本
件
自
己
株
式
処
分
と
本
件
新
株
発
行
と
は
、
短
期
間
の
う
ち
に
、
同
価
額
（
一
五
〇
〇
円
）
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一

方
の
有
利
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
と
も
認
め
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
事
案
で
あ
っ
た）（（
（

。
し
か
し
、
原
審
・
第
一
審
判
決

は
、
本
件
自
己
株
式
処
分
に
つ
い
て
は
違
法
性
を
否
定
し
、
本
件
新
株
発
行
の
み
有
利
性
を
認
め
て
、
会
社
の
損
害
額
を
二
億
二
〇

〇
〇
万
円
と
し
た
。
本
件
新
株
発
行
（
本
件
自
己
株
式
処
分
を
含
ま
な
い
）
に
よ
る
稀
釈
化
損
失
の
総
額
（
富
の
移
転
の
総
額
）
は
七

六
〇
〇
万
円
で
あ
る
か
ら
、
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
と
の
乖
離
は
小
さ
く
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
原
審
・
第
一
審
裁
判
所
が
、
一
方
で
、

本
件
自
己
株
式
処
分
の
有
利
処
分
性
を
否
定
し
つ
つ
、
実
際
に
は
、
自
己
株
式
処
分
・
新
株
発
行
を
通
じ
て
の
富
の
移
転
と
会
社
の

損
害
額
（
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
）
と
を
秤
に
か
け
て
い
た
と
見
れ
ば
（
も
ち
ろ
ん
数
字
上
は
一
致
し
な
い
が
）、
両
審
裁
判
所
に
と
っ
て
、

こ
の
結
論
は
さ
ほ
ど
違
和
感
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
審
・
第
一
審
判
決
は
、
本
件
自
己
株
式
処
分

（
処
分
株
式
数
三
万
三
二
一
七
株
、
処
分
総
額
四
九
八
二
万
五
五
〇
〇
円
）・
本
件
新
株
発
行
（
発
行
株
式
数
四
万
株
、
発
行
総
額
六
〇
〇
〇
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万
円
）
を
ま
と
め
て
会
社
へ
の
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
解
決
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
落
と
し
ど
こ
ろ
と
し
て
、
前
者
に
つ
き
有
利
処
分

性
を
否
定
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
利
処
分
性
を
否
定
し
た
理
由
は
、
自
己
株
式
処
分
で
は
富
の
移
転
の
お
そ
れ
が
な

い
と
の
「
理
論
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
「
理
論
」
に
は
無
理
が
あ
る）（（
（

。
両
審
裁
判
所
と
し
て
は
、
本
来
有
利

処
分
と
認
め
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
本
件
自
己
株
式
処
分
の
違
法
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
も
っ
と
拡
大
し
て
も
お
か
し
く

な
か
っ
た
会
社
の
損
害
額
を
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
に
抑
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
本
件
自
己
株
式
処
分
・
新
株
発
行
を
通
じ
て
の

落
と
し
ど
こ
ろ
と
し
て
は
「
一
応
」
妥
当
な
数
字
に
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
が
感
覚
的
に
つ
か
ん
で
い
た
紛
争

の
実
体
と
、
結
論
と
し
て
の
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
と
い
う
数
字
に
、
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
な
隔
た
り
は
な
か
っ

た
と
想
像
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
上
告
審
で
は
、
Ｘ
側
が
自
己
株
式
処
分
に
関
す
る
請
求
部
分
に
つ
い
て
上
告
し
な
か
っ
た
た
め
、
最
高
裁
は
、

本
件
新
株
発
行
の
有
利
性
を
単
体
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
俄
然
、
富
の
移
転
と
会
社
の
損
害
額
と
の
乖
離
が
、

そ
の
輪
郭
は
鮮
明
で
な
く
と
も
（
自
覚
的
に
計
算
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
）、
大
き
な
違
和
感
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
は

ず
で
あ
る
。
取
締
役
の
責
任
を
否
定
し
た
本
判
決
の
結
論
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
（
七
六
〇
〇
万
円
の
紛
争
を
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
の

支
払
で
解
決
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
否
定
す
る
も
の
）
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
件
新
株
発
行
で
、
そ
の
富
の
移
転
の
全
貌
は
、
Ｙ１
、
Ｙ２
以
外
の
引
受
人
も
既
存
株
主
で
あ
っ
た
か
否
か
に
よ
っ
て

大
き
く
異
な
る
。
認
定
か
ら
窺
わ
れ
る
Ｚ
社
の
株
主
構
成
の
実
情
か
ら
推
し
て
、
他
の
五
名
の
引
受
人
（
全
部
ま
た
は
一
部
）
も
既

存
株
主
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
の
五
名
の
引
受
人
も
既
存
株
主
で
あ
れ
ば
、
富
の
移
転
の
総
額

は
七
六
〇
〇
万
円
よ
り
、
さ
ら
に
小
さ
い
額
に
な
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
会
社
の
損
害
額
と
の
乖
離
も
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
。
事

実
審
で
こ
の
点
の
認
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
最
高
裁
も
ま
た
こ
の
点
を
確
認
さ
せ
る
た
め
差
し
戻
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
（
他

の
引
受
人
が
本
当
に
既
存
株
主
で
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
）、
い
ず
れ
の
裁
判
所
も
、
㋩
の
要
素
が
加
わ
る
場
合
の
、
会
社
の
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損
害
額
と
紛
争
の
実
体
と
の
乖
離
に
つ
い
て
、
認
識
が
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

最
後
の
点
か
ら
も
、
各
審
裁
判
所
は
一
貫
し
て
、
有
利
発
行
の
金
銭
的
解
決
の
特
殊
性
、
す
な
わ
ち
、
富
の
移
転
と
会
社
の
損
害

額
と
が
乖
離
す
る
こ
と
、
ま
た
、
引
受
人
が
既
存
株
主
で
も
あ
る
事
案
で
は
乖
離
が
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
明
確
に
認
識
す
る

と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
会
社
の
損
害
を
認
め
る
と
紛
争
の
実
体
に
そ
ぐ
わ
な
い
解
決
に
な
る
こ
と
は
、

感
覚
と
し
て
あ
っ
た
は
ず
で
、
本
件
自
己
株
式
処
分
の
有
利
性
も
問
題
に
さ
れ
て
い
た
一
・
二
審
裁
判
所
と
、
そ
れ
が
問
題
と
さ
れ

な
か
っ
た
最
高
裁
と
で
、
本
件
新
株
発
行
を
め
ぐ
る
結
論
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
裁
判
所
も
乖
離
が
生
ず
る
こ
と
を

認
識
し
な
い
ま
ま
、
し
か
し
実
感
に
合
う
結
論
を
追
究
し
た
結
果
、
各
審
各
様
の
結
論
に
な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

な
お
、
原
審
・
第
一
審
判
決
の
本
件
自
己
株
式
処
分
の
有
利
性
を
否
定
し
た
判
断
に
つ
い
て
、
も
と
も
と
Ｚ
社
が
Ｙ１
か
ら
取
得
し

た
も
の
を
、
再
び
同
人
に
売
り
戻
し
た
に
す
ぎ
な
い
等
の
事
情
を
考
慮
し
た
と
す
る
評
価
が
あ
る）（（
（

。
確
か
に
、
両
審
の
判
旨
は
処
分

ま
で
の
経
緯
を
考
慮
す
る
旨
を
述
べ
、
な
ぜ
考
慮
で
き
る
か
に
つ
い
て
も
明
瞭
で
な
い
が
、
特
殊
事
情
を
考
慮
で
き
る
の
は
、
一
般

に
、
自
己
株
式
処
分
で
は
富
の
移
転
を
心
配
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
事
情
で
あ
る
か

ら
富
の
移
転
が
起
き
な
い
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い）（（
（

。
先
に
説
明
し
た
と
お
り
、
自
己
株
式
処
分
で
は
富
の
移
転
を
心
配
す
る
必
要

が
な
い
と
の
「
理
論
」
に
基
づ
い
て
、
有
利
性
を
否
定
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。

イ　

適
法
な
株
主
総
会
決
議
が
成
立
し
て
い
た
可
能
性
の
意
義

　

学
説
で
は
、
本
件
で
は
、
株
主
間
の
事
情
か
ら
、
仮
に
有
利
発
行
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
株
主
総
会
に
諮
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

特
別
決
議
が
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り）（（
（

、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
法
令
違
反
行
為
と
会
社
の
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
を
否
定
で
き）（（
（

、

ま
た
は
過
失
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り）（（
（

、
取
締
役
の
責
任
を
否
定
で
き
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る）（（
（

。
有
利
発
行
の
説
明
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
本
件
発
行
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
お
よ
そ
結
果
回
避
可
能
性
が
な
か
っ
た
と
の
指
摘
で
あ
る
。
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本
件
で
は
、
本
件
発
行
を
進
め
る
立
場
の
取
締
役
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
引
受
人
で
も
あ
る
Ｙ１
ら
は
、
多
数
派
を
構
成
す
る
株
主
で

も
あ
っ
た
（
引
受
人
か
つ
既
存
株
主
と
認
定
さ
れ
て
い
る
Ｙ１
・
Ｙ２
だ
け
で
、
本
件
発
行
前
既
発
行
株
式
の
六
二
％
余）

（（
（

）。
し
た
が
っ
て
、
株

主
の
合
理
的
無
関
心
か
ら
い
ず
れ
に
せ
よ
株
主
総
会
決
議
が
成
立
し
て
し
ま
う
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
お
そ
ら
く
、

説
明
さ
れ
て
も
特
別
決
議
が
成
立
す
べ
き
客
観
的
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
有
利
発
行
が
説
明
さ
れ
、
出
席
し
た
株
主
が
そ
の
こ

と
を
認
識
す
れ
ば
、
決
議
の
帰
趨
が
変
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
本
件
の
特
殊
性
が
あ
り
、
特
殊
性
を

踏
ま
え
た
具
体
的
な
結
果
回
避
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
利
発
行
に
つ
い
て
の
、
株
主
の
一
般
的
認

識
可
能
性
や
決
議
の
帰
趨
が
変
わ
っ
て
い
た
一
般
的
可
能
性
を
問
題
に
す
る
の
で
は）（（
（

、
右
の
指
摘
に
応
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
本

件
の
具
体
的
な
事
実
関
係
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
具
体
的
に
見
て
も
、
結
果
回
避

可
能
性
が
な
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
指
摘
の
と
お
り
、
決
議
の
帰
趨
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

説
明
が
な
か
っ
た
こ
と
で
、
少
数
派
の
株
主
は
、
特
別
利
害
関
係
人
が
議
決
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
不
当
決
議
（
当
時
の
商
法
二

四
七
条
一
項
三
号
、
会
社
法
八
三
一
条
一
項
三
号
に
相
当
）
と
し
て
争
う
途
（
当
時
の
商
法
二
八
〇
条
の
一
〇
、
会
社
法
二
一
〇
条
に
相
当
）

を
断
た
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て）（（
（

、
不
当
決
議
の
主
張）（（
（

が
認
め
ら
れ
て
い
れ
ば
（
四
４
で
改
め
て
論
ず
る
）、
差
止
め
も
認
め
ら

れ
た
は
ず
で
あ
る）（（
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
本
件
有
利
発
行
も
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
取
締
役
の
責
任
は
阻
却
さ

れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

多
数
派
株
主
が
引
受
人
で
も
あ
る
と
い
う
事
情
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
特
別
決
議
が
成
立
す
る
こ
と
の
背
景
で
あ
る
と
同
時
に
、
説

明
が
適
法
に
行
わ
れ
て
決
議
が
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
不
当
決
議
で
あ
っ
た
可
能
性
を
高
め
る
（
有
利
発
行
で
あ
っ
た
こ
と
を
前

提
に
す
る
と
、
Ｙ１
ら
が
決
議
の
帰
趨
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
不
当
決
議
性
を
自
認
す
る
に
等
し
い
と
い
う
関
係
に
あ
る
）。

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
、
富
の
移
転
の
実
体
と
、
会
社
へ
の
損
害
賠
償
の
解
決
と
が
整
合
し
な
い
こ
と
に
も
直
接
的
に
結
び
つ
い
て

い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
賛
成
に
回
る
は
ず
の
株
主
に
、
当
該
発
行
に
よ
る
損
害
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
有
利
発
行
に
賛
成
す
る
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な
ら
株
式
に
減
価
が
あ
っ
て
も
損
害
に
は
な
ら
な
い
し
、
引
受
人
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
利
得
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
特
別
決
議
が
成
立

す
る
の
は
、
引
受
人
で
あ
る
株
主
が
多
数
派
を
占
め
る
が
ゆ
え
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
富
の
移
転
の
不
利
益
を
受
け
る
既
存
株
主

が
少
数
に
止
ま
る
こ
と
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
、
会
社
の
損
害
額
と
の
乖
離
が
拡
大
す
る
か
ら
、
会
社
へ
の
賠
償
を
認
め
る
と
腑

に
落
ち
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
。
本
件
で
は
、
こ
の
点
に
こ
そ
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

会
社
の
損
害
構
成
を
支
持
す
る
立
場
の
論
者
が
、
本
件
で
結
果
回
避
可
能
性
を
問
題
に
し
て
取
締
役
の
責
任
を
否
定
し
よ
う
と
す

る
の
も
、
多
数
派
が
実
質
的
に
支
持
し
て
い
た
総
額
六
〇
〇
〇
万
円
の
新
株
発
行
で
、
会
社
に
二
億
円
超
の
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ

る
と
の
解
決
に
、
違
和
感
を
覚
え
る
か
ら
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
も
し
こ
れ
が
取
締
役
の
責
任
阻
却
事
由
と
な
る
の
で

あ
れ
ば
、
対
会
社
責
任
の
み
な
ら
ず
、
少
数
派
既
存
株
主
の
損
失
に
つ
い
て
も
責
任
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う）（（
（

。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
、

有
利
発
行
の
説
明
義
務
は
、
少
数
派
株
主
を
保
護
す
る
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
な
い
と
き
に
、
少
数

派
株
主
の
救
済
ま
で
も
否
定
す
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
腑
に
落
ち
な
い
決
着
で
あ
る
。
株
主
間
で
対
立
が
あ
り
、
多
数
派
だ
け
で
総
会

決
議
が
通
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
会
社
の
事
案
に
お
い
て
こ
そ
、
直
接
損
害
説
は
い
っ
そ
う
有
用
性
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る）（（
（

。
他
方
、

こ
う
し
た
場
合
に
対
応
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
会
社
の
損
害
構
成
の
問
題
が
表
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
説
明
義
務
違
反
が
あ
っ
て
も
、
結

果
回
避
可
能
性
が
な
い
な
ら
会
社
へ
の
賠
償
は
認
め
ら
れ
ず
、
少
数
派
株
主
は
救
わ
れ
な
い
ま
ま
と
な
り
、
な
ん
と
か
理
屈
を
付
け

て
会
社
へ
の
賠
償
を
認
め
た
と
し
て
も
、
損
害
を
受
け
て
い
る
の
は
一
部
の
株
主
な
の
で
、
腑
に
落
ち
な
い
解
決
と
な
る
。
返
す
刀

で
直
接
損
害
説
の
結
論
ま
で
否
定
す
る
の
は
行
き
す
ぎ
で
あ
る）（（
（

。

ウ　

３
（
一
）
⑶
の
小
括

　

本
判
決
と
原
審
・
第
一
審
判
決
と
で
結
論
が
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
本
件
自
己
株
式
処
分
を
実
質
的
に
考
慮
に
入
れ

た
か
否
か
が
結
論
を
分
け
た
と
考
え
れ
ば
、
整
合
的
に
説
明
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
原
審
・
第
一
審
判
決
は
、
同
じ
発
行
価
額
で
時
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期
的
に
も
近
接
し
て
行
わ
れ
た
本
件
自
己
株
式
処
分
・
本
件
新
株
発
行
に
つ
い
て
、
全
体
を
通
じ
て
の
落
と
し
ど
こ
ろ
と
し
て
、
前

者
の
有
利
性
を
否
定
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
判
決
の
結
論
で
あ
る
数
字
（
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
）
を
、
両
処
分
・
発
行
を
通
じ
て
の
富

の
移
転
と
比
較
し
て
、
違
和
感
の
少
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
本
判
決
は
、
本
件
新
株
発
行
単
体

で
の
解
決
を
迫
ら
れ
た
た
め
、
紛
争
の
実
体
（
七
六
〇
〇
万
円
）
と
原
判
決
の
結
論
と
の
乖
離
か
ら
く
る
違
和
感
を
払
拭
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
結
局
こ
れ
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
本
件
自
己
株
式
処
分
・
本
件
新
株
発
行
を
通
じ
て
の
紛
争
の
実
体
を
見
て
い
た
原

審
・
第
一
審
判
決
に
と
っ
て
、
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
の
賠
償
は
、
数
字
と
し
て
は
違
和
感
の
な
い
も
の
と
な
り
、
一
方
、
本
件
新
株

発
行
単
体
で
の
解
決
を
求
め
ら
れ
た
上
告
審
に
と
っ
て
、
原
判
決
の
判
断
は
全
く
誤
っ
た
結
論
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う）（（
（

。
原

審
ま
で
の
判
断
で
は
、
そ
の
請
求
自
体
は
棄
却
さ
れ
て
い
た
自
己
株
式
有
利
処
分
の
主
張
が
、
本
件
新
株
発
行
に
つ
い
て
の
二
億
二

〇
〇
〇
万
円
の
損
害
と
い
う
数
字
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
自
己
株
式
処
分
に
関
す
る
請
求
部
分
を
Ｘ
側
が
上
告
し
な
か
っ
た

時
点
で
、
上
告
審
で
の
勝
敗
は
決
し
た
の
で
あ
る
。
裁
判
官
全
員
一
致
で
破
棄
自
判
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
結
論
の
正
し
さ
に
断

固
た
る
確
信
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
結
論
が
事
案
の
実
感
（
有
利
発
行
性
を
認
め
て
事
件
処
理
す
る
と
腑
に
落
ち
な
い

解
決
と
な
る
こ
と
）
と
合
致
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
が
、
会
社
へ
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
こ
と
は
、
最
高
裁
が
感
じ
た
で
あ
ろ
う
事
件

の
「
素
の
感
触
」
と
し
て
は
、
む
し
ろ
必
然
的
な
結
論
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
本
判
決
の
発
行
価
額

公
正
性
判
断
基
準
を
見
て
い
き
た
い
。
適
切
な
基
準
に
基
づ
い
て
結
論
が
導
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
に
本
件
に
つ
い
て
述

べ
て
き
た
こ
と
は
言
い
が
か
り
の
陰
謀
論
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
。

（
1
）　

最
三
判
平
成
二
四
年
四
月
二
四
日
・
民
集
六
六
巻
六
号
二
九
〇
八
頁
は
、
会
社
法
下
で
、
公
開
会
社
（
二
条
五
号
）
で
な
い
株
式
会

社
で
株
主
総
会
決
議
を
欠
く
新
株
発
行
を
無
効
原
因
と
し
た
。
公
開
会
社
の
有
利
発
行
で
は
、
株
主
総
会
で
募
集
事
項
を
決
議
す
る
こ
と
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と
し
て
（
会
社
法
一
九
九
条
三
項
、
二
〇
一
条
一
項
）、
制
定
前
と
手
続
が
変
わ
っ
て
い
る
が
、
取
締
役
会
決
議
を
欠
い
て
も
無
効
原
因

と
な
ら
な
い
と
し
た
最
二
判
昭
和
三
六
年
三
月
三
一
日
・
民
集
一
五
巻
三
号
六
四
五
頁
を
併
せ
考
え
る
と
、
①
判
決
の
考
え
方
が
会
社
法

下
で
も
引
き
継
が
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
2
）　

森
本
滋
「
新
株
の
発
行
と
株
主
の
地
位
」
法
学
論
叢
一
〇
四
巻
二
号
（
昭
和
五
三
年
）
二
六
頁
注
八
（
以
下
「
森
本
・
論
文
」）、
近

藤
弘
二
「
§
2（0
ノ
15
」
上
柳
克
郎
ほ
か
（
編
）『
新
版
注
釈
会
社
法
⑺
新
株
の
発
行
』（
昭
和
六
二
年
）
三
五
三
頁
、
瀬
谷
ゆ
り
子
「
新
株

発
行
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
と
無
効
の
訴
え
の
問
題
点
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
五
九
号
（
平
成
六
年
）
六
六
頁
（
以
上
は
会
社
法
制
定
前
）、

𠮷
本
健
一
「
新
株
発
行
・
自
己
株
式
の
処
分
の
無
効
事
由
・
不
存
在
事
由
」
会
社
法
の
争
点
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
平
成
二
一
年
）
八
七

頁
、
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
（
第
（
版
）』（
平
成
二
七
年
）
七
六
九
頁
・
七
七
二
頁
（
以
下
「
江
頭
・
株
式
会
社
法
」）。

（
（
）　

た
だ
し
、
②
事
件
の
新
株
発
行
に
つ
い
て
、
無
効
事
由
が
争
わ
れ
た
別
訴
（
東
京
地
八
王
子
支
判
昭
和
三
八
年
八
月
三
〇
日
・
下
民

一
四
巻
八
号
一
六
七
六
頁
）
で
は
、
有
利
発
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　

②
の
発
行
価
額
は
、
新
株
発
行
取
締
役
会
決
議
三
日
前
の
終
値
の
八
七
・
六
七
％
、
直
前
一
か
月
終
値
平
均
の
九
一
・
三
五
％
、
③

で
は
、
同
じ
く
そ
れ
ぞ
れ
八
四
・
五
九
％
、
八
九
・
八
三
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
④
で
は
、
通
常
低
め
の
算
定
結
果
を
導
出
す

る
と
考
え
ら
れ
る
評
価
方
法
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
金
額
が
発
行
価
額
と
し
て
採
用
さ
れ
、
そ
れ
は
、
原
判
決
認
定
の
公
正
価
額
に
対
し

て
二
一
・
四
二
％
に
相
当
す
る
水
準
で
あ
っ
た
。

（
5
）　

本
判
決
（
④
）
の
公
正
性
判
断
基
準
が
緩
や
か
に
す
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
る
も
の
と
し
て
（
以
下
の
文
献
は
い
ず
れ
も
本
判
決
判
批
）、

鳥
山
恭
一
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
二
五
号
（
平
成
二
七
年
）
一
一
九
頁
（
以
下
「
鳥
山
・
上
告
審
」）、
黒
沼
悦
郎
・
金
融
・
商
事
判
例
一
四

七
一
号
（
平
成
二
七
年
）
一
六
頁
。
基
準
を
厳
格
に
捉
え
よ
う
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
久
保
田
安
彦
・
商
事
法
務
二
〇
七
一
号
（
平
成

二
七
年
）
二
〇
頁
（
以
下
「
久
保
田
・
上
告
審
」）、
一
ノ
澤
直
人
・
新
判
例
解
説W

atch

一
七
号
（
平
成
二
七
年
）
一
三
四
頁
、
尾
形

祥
・
判
例
評
論
六
八
五
号
（
平
成
二
七
年
）
二
六
頁
。
差
止
め
の
事
案
に
及
ぼ
す
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
増
田
友
樹
・
同

志
社
法
学
六
七
巻
五
号
（
平
成
二
七
年
）
五
九
三
頁
以
下
。

（
（
）　

最
二
判
昭
和
四
八
年
四
月
六
日
・
金
融
法
務
事
情
六
八
三
号
三
二
頁
、
最
三
判
昭
和
五
二
年
一
〇
月
一
一
日
・
金
融
法
務
事
情
八
四

三
号
二
四
頁
。

（
7
）　

江
頭
・
前
掲
注
（
2
）
株
式
会
社
法
七
七
六
頁
は
、
会
社
へ
も
株
主
へ
も
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
𠮷
本
健
一
「
新
株
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の
有
利
発
行
と
取
締
役
の
責
任
」（
平
成
七
年
）『
新
株
発
行
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
法
規
制
』（
平
成
一
九
年
）
三
二
七
頁
以
下
（
以
下
「
𠮷

本
・
論
文
」）
は
、
直
接
損
害
説
を
主
張
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
𠮷
本
健
一
「
本
判
決
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
五
二
号
（
平
成
二
八

年
）
一
〇
五
頁
〔
以
下
「
𠮷
本
・
上
告
審
」〕）。

（
（
）　

下
級
審
で
、
株
主
へ
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
た
裁
判
例
に
つ
い
て
も
、
裁
判
所
の
公
正
価
額
の
認
定
が
株
主
側
に
厳
格
に
す
ぎ
る
と
評

さ
れ
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
裁
判
所
が
、
発
行
総
額
と
比
較
し
て
高
額
な
賠
償
を
認
め
る
こ
と
に
躊
躇
を
覚
え
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
株
主
へ
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
た
事
案
で
あ
っ
て
も
、
株
主
の
救
済
が
十
分
で
な
い
場
合
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る

（
杉
田
貴
洋
「
募
集
株
式
の
有
利
発
行
・
有
利
処
分
と
関
係
者
の
責
任
︲
直
接
損
害
説
の
再
検
証
︲
」
法
学
研
究
八
九
巻
一
号
・
宮
島
司

教
授
退
職
記
念
号
（
平
成
二
八
年
）
七
五
頁
注
四
三
〔
以
下
「
杉
田
・
宮
島
退
職
」〕、
同
「
新
株
発
行
・
自
己
株
式
処
分
有
効
性
判
断
に

お
け
る
取
引
安
全
の
図
り
方
と
測
り
方
」
鳥
山
恭
一
ほ
か
（
編
）『
岸
田
雅
雄
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
・
現
代
商
事
法
の
諸
問
題
』（
平
成

二
八
年
）
六
二
〇
頁
以
下
〔
以
下
「
杉
田
・
岸
田
古
稀
」〕）。

（
9
）　

も
っ
と
も
、
本
件
（
ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
事
件
）
は
、
当
時
の
商
法
二
〇
四
条
一
項
但
書
の
定
款
の
定
め
の
あ
る
会
社
（
譲
渡
制
限

株
式
発
行
会
社
）
の
事
案
で
、
同
二
八
〇
条
の
五
の
二
第
一
項
但
書
（「
株
式
ノ
譲
渡
ニ
付
取
締
役
会
ノ
承
認
ヲ
要
ス
ル
旨
ノ
定
款
ノ
定

ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
株
主
ハ
新
株
ノ
引
受
権
ヲ
有
ス
但
シ
株
主
以
外
ノ
者
ニ
対
シ
発
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
株
式
ノ
種
類
及
数
ニ
付
第
三

百
四
十
三
条
ニ
定
ム
ル
決
議
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ
」）
の
株
主
総
会
特
別
決
議
は
あ
っ
た
が
、
同
二
八
〇
条
の
二
第
二
項

の
求
め
る
有
利
発
行
決
議
が
な
か
っ
た
事
案
で
あ
る
。
同
二
八
〇
条
の
五
の
二
第
一
項
但
書
の
総
会
決
議
と
有
利
発
行
の
承
認
決
議
と
は

制
度
上
区
別
さ
れ
て
い
た
（
譲
渡
制
限
株
式
発
行
会
社
以
外
の
会
社
で
、
取
締
役
会
の
新
株
発
行
決
議
は
あ
る
が
有
利
発
行
総
会
決
議
を

欠
く
場
合
と
平
行
的
に
考
え
る
こ
と
が
、
論
理
的
に
可
能
で
あ
っ
た
）。
会
社
法
で
は
、
有
利
発
行
を
必
要
と
す
る
理
由
の
説
明
を
欠
く

が
、
募
集
事
項
に
つ
い
て
の
決
議
は
行
わ
れ
た
場
合
に
対
応
す
る
事
案
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
現
行
法
に
当
て
は
め
る
と
総
会
決
議
欠
缺

の
事
案
で
な
い
こ
と
に
な
る
（
𠮷
本
・
前
掲
注
（
7
）
上
告
審
一
〇
四
頁
）。

（
10
）　

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
杉
田
貴
洋
「
本
判
決
判
批
」
会
社
法
判
例
百
選
（
第
（
版
）
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
九
号
（
平
成
二
八
年
）

五
〇
︲
五
一
頁
で
検
討
し
た
（
以
下
「
杉
田
・
上
告
審
」）。

（
11
）　
「
前
提
」
と
い
う
の
は
こ
こ
で
筆
者
が
仮
に
使
っ
た
も
の
だ
が
、
不
公
正
発
行
の
無
効
事
由
該
当
性
で
は
、
金
銭
的
解
決
の
困
難
性

が
、
肯
定
す
べ
き
理
由
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
（
山
下
友
信
「
判
批
・
最
判
平
成
六
年
七
月
一
四
日
」
会
社
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）
別
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冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
二
九
号
（
平
成
二
八
年
）
二
〇
八
︲
二
〇
九
頁
参
照
）。

（
12
）　

杉
田
貴
洋
「
新
株
の
有
利
発
行
と
既
存
株
主
の
経
済
的
利
益
の
保
護
」
法
律
学
研
究
（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
）（
平
成
七
年
）
五

九
頁
〔
以
下
「
杉
田
・
法
律
学
研
究
」〕）、
杉
田
・
前
掲
注
（
（
）
宮
島
退
職
五
一
頁
以
下
。

（
1（
）　

民
集
六
九
巻
一
号
五
一
頁
判
示
事
項
、
廣
瀬
孝
「
本
判
決
調
査
官
解
説
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
八
五
号
（
平
成
二
七
年
）
一
〇
〇
頁
以

下
参
照
。

（
1（
）　

本
判
決
の
判
断
基
準
は
、
非
上
場
会
社
の
有
利
発
行
判
断
一
般
に
及
ぶ
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
（
以
下
い
ず
れ
も
本
判
決
判
批
）、

松
中
学
・
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
一
五
巻
八
号
（
平
成
二
七
年
）
五
一
頁
、
久
保
田
・
前
掲
注
（
5
）
上
告
審
二
四
頁
、
黒
沼
・
前
掲
注
（
5
）

一
七
頁
、
尾
形
・
前
掲
注
（
5
）
二
五
頁
、
飯
田
秀
総
・
平
成
27
年
度
重
要
判
例
解
説
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九
二
号
（
平
成
二
八
年
）
九

八
頁
、
奈
良
輝
久
・
法
の
支
配
一
八
一
号
（
平
成
二
八
年
）
一
二
七
頁
、
金
澤
大
祐
・
税
務
事
例
四
八
巻
九
号
（
平
成
二
八
年
）
六
〇
頁
。

（
15
）　

会
社
法
二
一
二
条
一
項
一
号
の
責
任
の
性
質
は
損
害
賠
償
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
（
杉
田
・
前
掲
注
（
12
）
法
律
学
研
究
五
二
頁
）。

争
い
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
出
篤
「
不
正
な
出
資
と
会
社
に
対
す
る
支
払
義
務
」
法
律
時
報
八
八
巻
一
〇
号
（
平
成
二
八
年
）
一
二

頁
以
下
。

（
1（
）　

杉
田
・
前
掲
注
（
（
）
宮
島
退
職
六
四
頁
。

（
17
）　

杉
田
・
前
掲
注
（
（
）
宮
島
退
職
五
五
頁
以
下
。
会
社
の
損
害
構
成
を
一
般
的
に
認
め
つ
つ
、
引
受
人
が
多
数
派
既
存
株
主
で
あ
る

場
合
、
少
数
派
株
主
か
ら
引
受
人
へ
の
利
益
移
転
と
な
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
川
島
い
づ
み
「
第
一
審
判
批
」
金
融
・
商

事
判
例
一
四
一
八
号
（
平
成
二
五
年
）
六
頁
（
直
接
損
害
と
さ
れ
る
）、
松
井
英
樹
「
会
社
法
（29
条
1
項
に
お
け
る
「
第
三
者
」
の
意
義
」

白
山
法
学
一
二
号
（
平
成
二
八
年
）
一
九
六
頁
。

（
1（
）　

杉
田
・
前
掲
注
（
10
）
上
告
審
五
一
頁
。

（
19
）　

杉
田
・
前
掲
注
（
（
）
宮
島
退
職
七
三
頁
注
二
五
。

（
20
）　

田
中
亘
「
募
集
株
式
の
有
利
発
行
と
取
締
役
の
責
任
︲
会
社
の
損
害
か
株
主
の
損
害
か
︲
」
新
堂
幸
司
＝
山
下
友
信
（
編
）『
会
社

法
と
商
事
法
務
』（
平
成
二
〇
年
）
一
六
三
頁
以
下
（
以
下
「
田
中
・
論
文
」）、
小
林
俊
明
「
第
一
審
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
六
号

（
平
成
二
五
年
）
一
三
〇
頁
、
德
本
穰
「
第
一
審
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
四
七
号
（
平
成
二
五
年
）
九
一
頁
、
田
中
亘
『
会
社
法
』

（
平
成
二
八
年
）
五
〇
三
頁
（
以
下
「
田
中
・
書
」）。
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（
21
）　

株
主
へ
の
賠
償
請
求
が
争
い
と
な
っ
た
最
三
判
平
成
九
年
九
月
九
日
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
五
五
号
一
四
五
頁
（
本
文
後
掲
⑨
事
件
差

戻
前
上
告
審
）
が
含
ま
れ
る
。

（
22
）　

田
中
・
前
掲
注
（
20
）
論
文
一
六
三
頁
以
下
、
山
下
徹
哉
「
第
一
審
判
批
」
平
成
2（
年
度
重
要
判
例
解
説
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
三

号
（
平
成
二
五
年
）
一
〇
九
頁
（
以
下
「
山
下
・
第
一
審
」）、
川
島
・
前
掲
注
（
17
）
九
一
︲
九
二
頁
、
田
中
亘
「
原
審
判
批
」
ジ
ュ
リ

ス
ト
一
四
六
三
号
（
平
成
二
六
年
）
一
〇
八
頁
（
以
下
「
田
中
・
原
審
」）。

（
2（
）　

な
お
、
本
判
決
は
こ
の
問
題
の
是
非
に
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
と
評
す
る
も
の
と
し
て
、
久
保
田
・
前
掲
注
（
5
）
上
告
審
二
五
頁
、

飯
田
・
前
掲
注
（
1（
）
九
八
頁
。

（
2（
）　

⑤
（
原
判
決
）
を
会
社
の
損
害
構
成
を
認
め
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
新
株
発
行
を
単
体
で
判
断
し
た
わ
け
で
な

く
（
杉
田
・
前
掲
注
（
（
）
宮
島
退
職
六
三
頁
）、
単
体
で
判
断
し
た
上
告
審
（
本
判
決
）
は
結
論
と
し
て
否
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
後
述
三
（
（
三
）
⑶
）。

（
25
）　

直
接
損
害
説
を
支
持
で
き
な
い
と
す
る
論
者
の
多
く
も
、
有
利
発
行
で
新
規
株
主
へ
の
富
の
移
転
が
起
き
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

ま
た
、
後
述
三
（
（
二
）
⑷
。

（
2（
）　

こ
の
こ
と
を
、
一
〇
年
ほ
ど
前
に
指
摘
し
た
が
（
杉
田
貴
洋
「
新
株
の
有
利
発
行
（
有
利
募
集
）
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴

訟
に
関
す
る
総
合
判
例
研
究
」
総
合
政
策
研
究
紀
要
（
尚
美
学
園
大
学
）
一
一
号
（
平
成
一
八
年
）
八
〇
︲
八
一
頁
）、
そ
の
後
の
裁
判

例
は
本
判
決
に
至
る
ま
で
、
懸
念
し
た
と
お
り
に
推
移
し
た
と
い
え
よ
う
。
小
出
・
前
掲
注
（
15
）
一
八
頁
参
照
。

（
27
）　

た
と
え
ば
、
市
場
価
格
の
異
常
一
時
的
高
騰
の
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
株
主
は
市
場
価
格
で
売
却
で
き
る
立
場
に
あ
り
、
会
社
は
そ

れ
を
守
る
た
め
、
あ
く
ま
で
も
市
場
価
格
を
基
準
と
し
て
払
込
金
額
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
そ
う
し
た
場

合
に
、
市
場
価
格
を
基
準
と
し
な
く
て
よ
い
（
大
阪
地
決
昭
和
六
二
年
一
一
月
一
八
日
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
七
八
号
一
七
八
頁
等
参
照
）

の
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
価
格
は
早
晩
値
崩
れ
を
起
こ
し
（
異
常
一
時
的
な
高
騰
で
あ
る
か
ら
）、
市
場
価
格
よ
り
低
く
設

定
さ
れ
た
払
込
金
額
よ
り
も
、
さ
ら
に
下
回
っ
て
下
落
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
規
株
主
に
富
の
移
転
の

利
得
は
な
く
、
新
規
株
主
に
利
得
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
既
存
株
主
に
も
富
の
移
転
に
よ
る
損
失
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
杉
田
貴

洋
「
募
集
株
式
の
発
行
等
に
お
け
る
公
正
な
払
込
金
額
」
私
法
六
九
号
（
平
成
一
九
年
）
二
三
〇
頁
〔
以
下
「
杉
田
・
私
法
」〕）。
こ
の

よ
う
な
下
落
ま
で
払
込
金
額
規
整
が
面
倒
を
見
る
と
い
う
制
度
で
は
な
い
（
現
実
に
は
見
極
め
は
容
易
で
な
い
が
、
こ
の
下
落
は
経
営
判
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断
に
よ
る
下
落
で
す
ら
な
い
）。
有
利
発
行
の
問
題
は
、
稀
釈
化
作
用
に
よ
り
、
新
規
株
主
が
払
込
金
額
「
以
上
」
の
価
値
の
株
式
を
手

に
入
れ
、
棚
ぼ
た
の
利
得
を
得
る
こ
と
、
そ
の
利
得
総
額
と
同
額
の
損
失
を
既
存
株
主
が
受
け
る
こ
と
、
に
あ
る
。
こ
れ
を
富
の
移
転
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
払
込
金
額
「
以
下
」
に
下
落
す
る
場
合
は
、
稀
釈
化
に
よ
る
下
落
で
は
な
い
。

（
2（
）　

資
料
版
／
商
事
法
務
三
七
二
号
一
四
四
頁
。

（
29
）　

こ
こ
で
は
、
富
の
移
転
の
総
額
と
会
社
の
損
害
額
と
の
乖
離
の
観
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
か
ら
、
乖
離
が
大
き
く
な
る
か
小
さ
く
な

る
か
に
焦
点
を
当
て
て
説
明
し
て
い
る
。
本
文
の
と
お
り
、
既
発
行
株
式
数
が
大
き
な
会
社
で
は
、
乖
離
は
小
さ
く
な
る
。
そ
の
こ
と
と

は
別
に
、
既
発
行
株
式
数
が
大
き
な
会
社
で
は
、
一
株
当
た
り
の
稀
釈
化
額
も
小
さ
く
な
る
。
稀
釈
化
の
影
響
が
小
さ
な
も
の
に
止
ま
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
富
の
移
転
の
総
額
は
逆
に
大
き
く
な
る
か
ら
（
だ
か
ら
会
社
の
損
害
額
と
の
乖
離
が
小
さ
く
な
る
）、
一
株
当
た
り

の
稀
釈
化
額
が
小
さ
い
か
ら
と
い
っ
て
、
割
引
発
行
に
よ
る
既
存
株
主
の
不
利
益
ま
で
も
が
小
さ
く
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
拡
大
し

て
い
る
こ
と
が
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（
五
（
で
改
め
て
検
討
す
る
）。

（
（0
）　

複
数
の
引
受
人
が
い
る
ケ
ー
ス
で
、
事
前
の
持
株
数
が
大
き
い
割
に
、
引
受
株
数
が
小
さ
い
引
受
人
が
あ
る
と
、
引
受
人
相
互
間
で

富
の
移
転
が
起
き
る
（
本
件
の
Ｙ１
・
Ｙ２
に
は
起
き
て
い
な
い
）。
し
か
し
、
こ
の
者
は
、
そ
の
こ
と
が
不
利
益
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
そ

れ
を
解
消
す
る
よ
う
他
の
引
受
人
と
交
渉
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
自
体
は
会
社
法
の
有
利
発
行
規
整
の
射
程
で
は
な
い
。

不
利
発
行
（
既
存
株
主
に
と
っ
て
有
利
な
払
込
金
額
で
の
発
行
）
や
、
株
主
割
当
て
で
こ
れ
を
引
き
受
け
な
い
株
主
が
損
失
を
受
け
て
も
、

会
社
法
上
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

（
（1
）　

既
存
株
主
か
つ
引
受
人
で
あ
る
場
合
、
既
存
株
主
の
立
場
で
は
損
失
を
受
け
る
が
、
引
受
人
の
立
場
で
は
利
得
す
る
。
そ
れ
が
、
正

味
正
と
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
負
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
負
と
な
る
場
合
は
、
他
の
引
受
人
に
そ
の
分
が
移
転
す
る
（
前
注
で
述
べ
た
、

引
受
人
相
互
間
で
の
移
転
）。
既
保
有
株
式
に
生
ず
る
減
価
だ
け
を
取
り
上
げ
る
べ
き
で
な
い
の
は
、
株
主
割
当
て
や
株
式
分
割
で
、
既

保
有
株
式
に
生
ず
る
減
価
を
問
題
に
せ
ず
、
同
人
の
持
株
全
体
の
価
値
を
考
え
る
べ
き
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

（
（2
）　

山
田
剛
志
「
第
一
審
判
批
」
判
例
評
論
六
四
九
号
（
平
成
二
五
年
）
一
九
頁
も
、
四
か
月
の
間
隔
で
行
わ
れ
た
自
己
株
式
処
分
と
新

株
発
行
と
で
、
株
価
算
定
方
法
を
変
え
て
、
異
な
る
結
論
を
導
い
た
こ
と
を
疑
問
視
さ
れ
る
。

（
（（
）　

第
一
審
・
原
審
判
決
は
、
自
己
株
式
処
分
で
は
、
新
株
発
行
の
場
合
と
異
な
り
、
新
旧
株
主
間
の
富
の
移
転
の
お
そ
れ
が
な
い
と
の

理
解
を
前
提
に
、
処
分
ま
で
の
経
緯
等
を
考
慮
す
る
と
し
て
、
本
件
自
己
株
式
処
分
の
有
利
処
分
性
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
（
杉
田
貴
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洋
「
原
審
判
批
」
法
学
研
究
八
七
巻
一
一
号
（
平
成
二
六
年
）
五
〇
︲
五
一
頁
〔
以
下
「
杉
田
・
原
審
」〕）。
第
一
審
・
原
審
判
決
は
、

本
件
新
株
発
行
の
公
正
価
額
を
七
〇
〇
〇
円
と
示
し
た
手
前
、
本
件
自
己
株
式
処
分
の
処
分
価
額
一
五
〇
〇
円
を
有
利
価
額
で
な
い
と
す

る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
、
自
己
株
式
処
分
で
は
富
の
移
転
の
お
そ
れ
が
な
い
と
の
「
理
論
」
を
持
ち
出
し
て
き
て
、
違
法
性
を
否
定
し
た

も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
富
の
移
転
の
お
そ
れ
が
な
い
か
の
よ
う
な
説
示
に
つ
い
て
、
学
説
は
批
判
的
で
あ
る
（
山
下
・
前
掲
注
（
22
）
第

一
審
一
一
〇
頁
、
小
林
・
前
掲
注
（
20
）
一
二
九
頁
、
水
島
治
「
原
審
判
批
」
武
蔵
大
学
論
集
六
一
巻
一
・
二
号
（
平
成
二
五
年
）
四

頁
）。

（
（（
）　

杉
田
・
前
掲
注
（
（
）
宮
島
退
職
六
三
頁
で
は
、
自
己
株
式
処
分
前
後
の
状
況
を
検
討
し
た
が
、
こ
れ
と
異
な
り
、
自
己
株
式
取
得

と
自
己
株
式
処
分
と
が
同
額
で
、
公
正
金
額
（
各
時
点
の
株
式
の
時
価
）
よ
り
安
く
行
わ
れ
る
場
合
（
本
件
で
は
い
ず
れ
も
一
五
〇
〇

円
）、
か
つ
、
取
得
元
株
主
と
処
分
先
引
受
人
と
が
同
一
人
で
あ
る
場
合
（
本
件
で
は
Ｙ１
）、
他
の
株
主
に
と
っ
て
、
取
得
前
と
処
分
後
の

状
況
は
変
わ
ら
な
い
（
杉
田
・
前
掲
注
（
（（
）
原
審
五
二
頁
）。
す
な
わ
ち
、
取
得
元
株
主
に
と
っ
て
不
利
な
金
額
で
の
自
己
株
式
取
得

に
な
る
た
め
、
い
っ
た
ん
株
式
価
値
が
上
昇
（
濃
縮
化
）
す
る
が
、
有
利
処
分
に
よ
り
再
び
下
が
り
（
稀
釈
化
）、
他
の
事
情
を
一
定
と

す
れ
ば
、
株
式
価
値
は
取
得
前
の
水
準
に
戻
る
。
Ｙ１
か
ら
の
自
己
株
式
不
利
取
得
に
よ
り
他
の
株
主
は
い
っ
た
ん
利
得
す
る
が
、
同
額
の

有
利
処
分
に
よ
り
、
他
の
株
主
は
再
び
そ
の
利
得
を
吐
き
出
し
、
Ｙ１
に
還
流
す
る
。
取
得
前
と
処
分
後
と
を
比
較
す
れ
ば
、
株
式
価
値
は

元
に
戻
る
た
め
、
両
者
の
間
に
富
の
移
転
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
原
判
決
や
第
一
審
判
決
が
考
え
て
い
た
の
は
こ
ち
ら
の

想
定
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
想
定
で
も
処
分
の
前
後
で
は
富
の
移
転
（
稀
釈
化
）
が
あ
る
の
で
あ
り
、
有
利
処
分
規

整
は
そ
れ
を
規
整
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
取
得
前
と
の
比
較
と
い
う
事
情
は
有
利
処
分
の
是
非
を
判
断
す
る
株
主
総
会
に
委
ね
ら
れ
る
べ

き
事
柄
で
あ
る
（
山
下
・
前
掲
注
（
22
）
第
一
審
一
一
〇
頁
、
杉
田
・
前
掲
注
（
（（
）
原
審
五
二
頁
）。
こ
れ
も
有
利
処
分
手
続
を
省
略

で
き
る
事
情
に
は
な
ら
な
い
。

（
（5
）　

浜
辺
陽
一
郎
・
Ｗ
Ｌ
Ｊ
判
例
コ
ラ
ム
三
号
（
平
成
二
五
年
）
三
頁
、
弥
永
真
生
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
五
号
（
平
成
二
五
年
）
三
頁
、

萬
澤
陽
子
・
法
学
教
室
四
〇
二
号
別
冊
付
録
判
例
セ
レ
ク
ト
２
０
１
３
［
Ⅱ
］　
（
平
成
二
五
年
）
一
七
頁
、
李
艶
紅
・
早
稲
田
法
学
八
九

巻
四
号
（
平
成
二
六
年
）
二
〇
四
頁
（
以
上
は
原
審
判
批
）、
𠮷
本
・
前
掲
注
（
7
）
上
告
審
一
〇
五
頁
。

（
（（
）　

水
島
・
前
掲
注
（
（（
）
三
頁
。

（
（7
）　

第
一
審
判
決
（
原
判
決
も
引
用
）
で
は
、
経
緯
の
特
殊
性
か
ら
富
の
移
転
が
起
き
な
い
の
か
、
富
の
移
転
が
起
き
な
い
か
ら
経
緯
を
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考
慮
で
き
る
の
か
、
や
や
循
環
論
法
的
に
記
述
さ
れ
て
い
て
曖
昧
で
あ
る
（
そ
の
点
で
は
ど
ち
ら
と
も
読
め
る
）。
し
か
し
、
自
己
株
式

処
分
と
、
そ
の
後
に
置
か
れ
た
新
株
発
行
に
つ
い
て
の
、
公
正
性
確
保
の
趣
旨
を
述
べ
る
一
般
論
と
を
対
比
す
る
と
、
前
提
と
し
て
い
た

「
理
論
」
の
相
違
が
浮
か
び
上
が
る
（
杉
田
・
前
掲
注
（
（（
）
原
審
五
一
頁
）。
新
株
発
行
に
お
い
て
も
通
用
す
る
一
般
論
は
、
先
に
記
述

さ
れ
た
自
己
株
式
処
分
の
一
般
論
を
引
用
す
る
形
が
取
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
富
の
移
転
を
懸
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
後
置

の
新
株
発
行
の
箇
所
で
の
み
述
べ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
論
と
し
て
、
自
己
株
式
処
分
で
は
富
の
移
転
の
懸
念
が
な
い
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
あ
る
い
は
、
自
己
株
式
処
分
で
は
、
経
緯
に
よ
っ
て
は
富
の
移
転
を
懸
念
す
る
必
要
が
な
く
な
る
と
の

一
般
論
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
注
（
（5
）
本
文
の
読
み
方
も
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
だ
と

し
て
も
、
や
は
り
、
新
株
発
行
と
自
己
株
式
処
分
と
で
規
整
趣
旨
が
、
一
般
論
に
お
い
て
異
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
も
、
そ
の
「
理
論
」
の
妥
当
性
が
問
題
と
な
る
。
無
理
な
「
理
論
」
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
有
利
処
分
性
を
否
定

し
な
け
れ
ば
、
会
社
の
損
害
額
が
さ
ら
に
大
き
な
も
の
と
な
り
、
事
案
の
実
感
に
合
わ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
（（
）　

小
林
・
前
掲
注
（
20
）
一
三
一
頁
、
田
中
・
前
掲
注
（
22
）
原
審
一
〇
九
頁
、
増
田
健
一
ほ
か
「
本
判
決
判
批
」
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
・

毛
利
・
友
常
法
律
事
務
所M

&
A

 N
ew

sletter

２
０
１
５
年
（
月
（
平
成
二
七
年
）
二
頁
。
原
判
決
第
（
（
当
裁
判
所
の
判
断
）
２

（
当
裁
判
所
の
判
断
の
補
足
）
⑶
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
側
も
そ
の
よ
う
に
主
張
し
、
同
様
の
趣
旨
の
学
者
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。

（
（9
）　

増
田
友
樹
・
前
掲
注
（
5
）
五
九
二
頁
。

（
（0
）　

大
川
俊
「
本
判
決
判
批
」
獨
協
法
学
九
八
号
（
平
成
二
七
年
）
八
五
（
八
四
）
頁
。

（
（1
）　

下
級
審
裁
判
例
に
も
、
同
様
の
理
由
付
け
で
取
締
役
の
対
会
社
責
任
を
否
定
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
大
阪
地
判
平
成
二
年
二
月
二
八

日
・
判
例
時
報
一
三
六
五
号
一
三
〇
頁
は
、
株
主
割
当
新
株
発
行
で
生
じ
た
失
権
株
を
、
そ
の
後
に
、
額
面
額
で
従
業
員
に
割
り
当
て
た

こ
と
が
、
違
法
有
利
発
行
で
あ
る
と
し
て
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
が
、
特
別
決
議
を
成
立
さ
せ
る
だ
け
の
数
の
株
主
が
こ
れ
を
承
認
し
て

い
た
と
し
て
、
取
締
役
の
対
会
社
責
任
を
否
定
し
た
。
大
阪
地
判
平
成
一
五
年
三
月
五
日
・
判
例
時
報
一
八
三
三
号
一
四
六
頁
は
、
役
員

持
株
会
と
従
業
員
持
株
会
を
引
受
人
と
す
る
第
三
者
割
当
発
行
に
つ
い
て
、
有
利
発
行
の
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
発
行
価

額
を
明
示
し
て
特
別
決
議
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
利
発
行
規
整
の
趣
旨
は
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
有
利
発
行
決
議
が
さ
れ
た

も
の
と
評
価
で
き
る
と
し
、
仮
に
、
手
続
上
の
瑕
疵
が
あ
る
と
し
て
も
、
瑕
疵
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
決
議
が
成
立
し
て
い
た
は
ず
で
あ
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る
か
ら
、
瑕
疵
と
損
害
と
の
因
果
関
係
は
な
い
と
し
て
、
取
締
役
の
対
会
社
責
任
を
否
定
し
た
。

（
（2
）　

認
定
事
実
で
は
な
い
が
、
原
審
に
お
け
る
Ｙ
側
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
本
件
新
株
発
行
に
か
か
る
株
主
総
会
決
議
に
は
、
全
株
主
一
九

名
中
一
一
名
（
議
決
権
数
で
は
九
四
・
五
九
％
）
が
出
席
し
、
出
席
株
主
全
員
の
賛
成
に
よ
り
本
件
新
株
発
行
議
案
が
可
決
さ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
Ｙ１
・
Ｙ２
の
出
席
議
決
権
数
に
対
す
る
割
合
は
、
六
五
・
五
五
％
に
な
る
。

（
（（
）　

株
主
が
十
分
に
認
識
し
た
上
で
付
議
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
題
に
さ
れ
る
の
は
（
山
下
・
前
掲
注
（
22
）
第
一
審
一
一
〇
頁
、
德

本
・
前
掲
注
（
20
）
九
三
頁
、
久
保
田
・
前
掲
注
（
5
）
上
告
審
二
七
頁
注
一
八
）、
こ
れ
を
一
般
的
可
能
性
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
大
阪
地
判
平
成
一
五
年
三
月
五
日
（
前
掲
注
（
（1
））
も
、
本
件
も
、
株
主
が
十
分
認
識

し
た
と
こ
ろ
で
決
議
の
帰
趨
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
事
案
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　

小
林
・
前
掲
注
（
20
）
一
三
一
頁
は
、
有
利
発
行
の
認
識
が
あ
れ
ば
、
差
止
め
を
申
し
立
て
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

久
保
田
安
彦
教
授
よ
り
、
前
注
の
諸
見
解
も
こ
の
こ
と
は
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
と
の
ご
教
示
を
得
た
。

（
（5
）　

江
頭
・
前
掲
注
（
2
）
株
式
会
社
法
七
三
四
頁
注
七
は
、「
引
受
人
と
な
る
株
主
が
議
決
権
を
行
使
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
特
別
決

議
が
成
立
し
た
場
合
に
は
、
理
由
に
客
観
的
合
理
性
が
な
け
れ
ば
、「
著
し
く
不
当
な
決
議
」（
会
社
八
三
一
条
一
項
三
号
）
と
し
て
決
議

は
取
り
消
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
」
と
さ
れ
る
（
同
旨
、
川
島
・
前
掲
注
（
17
）
六
頁
、
来
住
野
究
「
判
批
・
東
京
高
判
平
成
二
六
年
一

一
月
二
六
日
」
速
報
税
理
三
四
巻
一
九
号
（
平
成
二
七
年
）
三
八
頁
、
𠮷
本
・
前
掲
注
（
7
）
上
告
審
一
〇
四
頁
）。

（
（（
）　

本
件
で
は
、
株
主
総
会
が
三
月
八
日
、
払
込
期
日
が
同
二
四
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
仮
定
的
状
況
に
お
い
て
も
差
止
め
の
た
め
の

時
間
的
余
裕
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
仮
に
余
裕
の
な
い
事
案
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
点
は
一
般
的
可
能
性
で
足
り
、

具
体
的
に
考
え
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
考
え
よ
う
と
し
て
も
、
何
日
の
間
が
あ
れ
ば
足
り
る
か
な
ど
決
せ
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

（
（7
）　

李
・
前
掲
注
（
（5
）
二
一
〇
頁
は
、
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
直
接
損
害
説
の
結
論
も
否
定
さ
れ
る
。
な
お
、
田
中
・
前
掲
注
（
22
）

原
審
一
〇
九
頁
も
、
説
明
の
有
無
で
決
議
の
結
果
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
説
明
が
な
さ
れ
て
承
認
決
議
が
成
立

す
れ
ば
、
差
止
め
に
よ
り
発
行
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
と
の
仮
定
的
状
況
を
指
摘
さ
れ
る
。

（
（（
）　

大
阪
地
判
平
成
一
五
年
三
月
五
日
（
前
掲
注
（
（1
））
に
つ
き
、
杉
田
貴
洋
「
判
批
」
法
学
研
究
七
七
巻
八
号
（
平
成
一
六
年
）
一

四
九
頁
。
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（
（9
）　

損
害
の
実
質
は
有
利
発
行
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
説
明
義
務
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
で
あ
っ
て
、
有
利
発
行
に
対
す
る
賠

償
で
は
な
い
と
い
う
の
は
詭
弁
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
有
利
発
行
に
当
た
る
か
ら
、
説
明
を
要
し
た
の
で
あ
る
（
会
社
法
一
九
九
条
三
項
）。

（
50
）　

も
っ
と
も
、
会
社
に
二
億
二
〇
〇
〇
万
円
を
損
害
賠
償
と
し
て
払
う
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
Ｙ１
ら
の
保
有
す
る
株
式
価
値
も
上
昇
す

る
関
係
に
あ
る
。


